
令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 110 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

障害福祉サービス支給量の一時的な変更申請の際、市町村が必要と認めた場合のみサービス等利用計画の

提出を求めるよう法令改正 

 

提案団体 

茨木市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

障害福祉サービス支給量の一時的な変更申請の際、市町村が必要と認めた場合のみサービス等利用計画の

提出を求めるよう法令改正を行うべきである。 

 

具体的な支障事例 

【法令改正の必要性】 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、支給決定障害者等が現に受けている

支給決定の内容を変更する申請をするに当たり、同法第 24 条第３項で同法第 22 条（第 1 項を除く）を準用する

こととされている。この場合、支給量の一時的な変更を行う場合でも第 22 条第４項に基づきサービス等利用計

画案を求めることとなり、市町村・指定特定相談支援事業者双方に大きな事務的負担となっている。 

【支障の具体例】 

日中に生活介護を利用している障害者等が体調不良のため通所を休んだ際、一時的に居宅介護を利用したケ

ース（居宅介護の支給決定を受けている場合）や、月２日短期入所を利用している障害者等が保護者の体調不

良によりその月だけ４日短期入所を利用するケース、毎週火曜日に障害福祉サービスを利用しているケース

で、当該月に火曜日が５日ある場合等が考えられる。このような場合、法令が求める支給決定に関する勘案事

項のうち、置かれている環境が軽微に変更しているだけである。しかし、サービス等利用計画案を作成するに

は、計画相談を利用している場合、相談支援専門員が支援者会議を開催してアセスメントを行い、当該利用者

が抱える生活全般の課題等を全て見直した上でサービス等利用計画案を作成することになるので、相談支援専

門員から事務負担が重過ぎるとの意見を受けている。軽微な修正の場合、支援者会議を省略したり、従前のサ

ービス等利用計画案の部分修正ができれば良いが、法令上、規定がない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

市町村が必要と認めた場合のみサービス等利用計画の提出を求めるよう法令改正を行うことにより、申請者、

行政機関の双方の負担軽減が図られる。 

 

根拠法令等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成 18 年政令第 10 号） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成 18 年厚生労働省令第 18

号） 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

白河市、石岡市、千葉市、豊橋市、串本町、徳島市、熊本市、宮崎市 

 

○本市では、市町村が認めた場合のみ、サービス等利用計画の提出を省略できるよう法令改正を行うことによ

り、申請者、行政機関双方の負担軽減が図られると考えられる。 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律では、支給決定障害者等が現に受けてい

る支給決定の内容を変更する申請をするに当たり、同法第 24 条第３項で同法第 22 条（第１項を除く）を準用す

ることとされている。この場合、支給量の一時的な変更を行う場合でも第 22 条第４項に基づきサービス等利用

計画案を求めることとなり、市町村・指定特定相談支援事業者双方に大きな事務的負担となっている。 

○本市においても、軽微な変更の際にサービス等利用計画の提出を求めることで、事業所・行政機関の双方の

負担が増加している。緊急時等で、決定した支給量を一時的に超える場合は、電話連絡等により聞き取りを行っ

た上で、必要と認める場合のみサービス等利用計画の提出を求めることで、双方の負担軽減を図ることができ

ると考える。 

○本市においても相談支援専門員の需要に対して供給がおいついておらず、事務負担が大きいとの声があが

っている。相談支援専門員の負担軽減となるように必要性の薄い事務手続きについては無くしていくことには賛

同する。 

○本市においても、一時的な増量については変更申請の際に、相談支援事業所が利用計画案を作成すること

となり、利用者・事業者ともに負担となっている。特に相談支援事業所は新規の相談に待ち時間が生じている状

態であり、一時的な変更申請の際に「市町村が必要と認めたときにのみ利用計画の提出を求める」よう改正する

ことで、相談支援事業所が真に相談支援を必要とする人へサービス提供できることが見込まれる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 111 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

医療的ケア児保育支援モデル事業の事前協議様式の簡素化 

 

提案団体 

茨木市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

様式の重複する設問をどちらかの設問に統一する等、様式の全般的な簡素化を求める。 

 

具体的な支障事例 

事前協議時の提出書類のうち実施計画書について、記載事項が多く、担当課や受入れ施設の事務負担が大き

い。モデル事業選定の際に、医療的ケア児受入れ時の安全確保・緊急時対応体制の確認が必要なことは十分

理解できるが、実施計画書の中で重複する箇所も多い。例えば以下に示す重複項目については、どちらかへの

統一をしたとしても影響はないと思われるので、どちらかの設問に統一する等の検討の上、様式の全般的な簡

素化を求める。 

＜重複による見直し箇所例＞ 

別紙２ 医療的ケア児保育支援モデル事業実施計画書 

【１点目】１．基本情報４の③保育士加配に係る費用補助及び５医療的ケアを行う職員は、３－２具体的な事業

の実施の２保育所等配置職員、３受け入れる医療的ケア児、４具体的な手法と一部重複している。 

【２点目】３－１具体的な事業の実施の５緊急時対応の取り決めを行っているかは、３－２具体的な事業の実施

の４具体的な手法と一部重複している。 

※上述、３－２具体的な事業の実施は、受入れ施設ごとに記載している。 

なお、医療的ケア児の受入れに係る、各施設の人材配置（看護師等の配置）や安全確保・緊急時対応体制の適

否については、モデル事業の申請や実施に際し、各自治体が確認を行っているため、様式を簡素化したとして

も、国が同事業の選定にあたって確認したい内容は担保されているものと考える。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

新生児・周産期医療の充実により医療的ケア児の保育所等への入所申請希望が増えているところ、様式が簡

素化されて事務負担が軽減されれば、受入れ体制の充実や新たな支援策等の検討を行う時間が確保できるよ

うになる。 

 

根拠法令等 

医療的ケア児保育支援モデル事業に係る国庫補助の協議について（厚生労働省 子ども家庭局保育課長通

知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

加賀市、豊橋市、大阪府、南あわじ市 



 

○協議書の作成に要する作業に多大な手間・時間を取られているため、様式・記入内容の簡素化が必要であ

る。 

○様式が簡素化されることにより実施主体である都道府県及び市町村の事務負担が軽減され、医療的ケア児

の受入拡充に繋がると考える。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 112 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

認定こども園施設整備交付金等の申請に係る手続きの簡素化 

 

提案団体 

茨木市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

①申請書類や申請窓口の一本化 

②内示時期の統一 

 

具体的な支障事例 

認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育部

分と保育部分で申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要があるた

め、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響が

出ることがある。（平成 29 年度 10 月協議分の内示 文科省平成 30 年２月２日、厚労省平成 29 年 12 月８日）

また、実際に平成 29 年度 10 月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定していた

年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

事務負担が軽減されるとともに、スムーズに工事着手でき、計画に沿った工期で進めることができる。 

 

根拠法令等 

児童福祉法、保育所等整備交付金交付要綱、認定こども園施設整備交付金交付要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、秋田県、福島県、いわき市、須賀川市、新潟県、愛知県、豊橋市、豊田市、知多市、大阪府、高槻市、

和泉市、兵庫県、西宮市、南あわじ市、鳥取県、広島市、徳島市、愛媛県、高知県、佐世保市、大村市、大分

県、鹿児島市、九州地方知事会 

 

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分か

れていることにより、補助金計算や申請などの事務が煩雑になっている。 

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正

依頼があると、修正後の様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化するこ

とにより事務の効率化が期待される。 

○当初申請・変更申請において、窓口が分かれていることによる手間、それぞれ申請額を計上するための按分

作業の煩雑さ、内示時期のずれによる工事発注の遅れ等無駄が多いため、申請窓口の一元化に賛同する。 

○左記団体と同様に窓口の一本化による事務の簡素化をお願いしたい。所管省庁が異なるためにそれぞれに



ほぼ同じ書類を提出することになるが、２か所に書類を出さなければいけないことと、添付する書類についても

量が嵩むため、一本化での事務軽減化をお願いしたい。 

○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する

必要があり、また、協議のスケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。ま

た、平成 30 年度において幼稚園部分の申請時期が２回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だ

けで工事を行った。 

○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑

な按分式で教育部分と保育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報

告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、県にとって事務負担が大きい。 

○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育

部分と保育部分で申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要がある

ため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響

が出ることがある。（平成 29 年度 10 月協議分の内示 文科省平成 30 年２月２日、厚労省平成 29 年 12 月８

日）また、実際に平成 29 年度 10 月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定して

いた年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。 

○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、

平成 29 年度の当市における認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に

予定額の 90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不

安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質問をしても結局は国の担当者

まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答でき

る仕組みを構築することも必要と考える。 

○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申

請等の手続きはもとより、問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとな

り、事業費・補助金額の計算における両省分の案分等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分

は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手順も異なっており、予算・決算に

おいても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出来

ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の

過度な事務負担解消のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。 

○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、

異なる部分があるため、対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑と

なっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や

利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。 

○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なってい

ることにより、事業者及び行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、

認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こ

ども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発生している。施設整備補助金につ

いても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で事業費

の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となって

いる。 

○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。 

○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その

調整に手間がかかる。平成 30 年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当

初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。そ

の事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果として認定こども園への移行を１

年間遅らせることとなった。 

○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時

の建築確認検査等において当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがあ

る。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設

置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それぞれで、内示時期や補助対象外

の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。 

○当市においても幼保連携型認定こども園の整備を行う際、一つの建物に対し、厚生労働省と文部科学省の双

方に補助協議等を行う必要があり、それぞれの補助額を算出するにあたり、対象経費を保育所相当分と教育相

当分に按分する必要がある等、事務が煩雑化している。補助財源が一本化されれば窓口も一本化され、対象経

費を按分する必要もなく、事務の効率化が図られる。 



○当市においても、平成 29・30 年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交

付金申請時等において、２か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当

の事務負担が生じた。 

○茨木市と同様に１つの整備に２種類の申請が必要となり、事務負担が増えている。 

○①については、当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的

な見解を求められないことなど支障をきたしている。②については文科省の内示時期が遅いことや圧縮交付さ

れる可能性があることから計画的な施設整備に支障をきたしている。 

○当市においても煩雑な事務に苦慮しており、事務負担軽減のために手続きの簡素化の必要性を感じている。 

○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に

申請を行う必要が生じており、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都

道府県、市町村において事務処理が煩瑣となっている。 

○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。 

○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理

が発生している。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 117 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

地域型保育事業の確認の効力の制限の廃止 

 

提案団体 

堺市、滋賀県、京都府、京都市、大阪府、大阪市、兵庫県、神戸市、和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

地域型保育事業の確認の効力について、特定教育・保育施設型と同様、施設の所在市町村が確認を行うことで

無条件で全国に効力を有するよう措置をされたい。 

 

具体的な支障事例 

子ども・子育て支援法においては、児童が居住市町村外の地域型保育事業（小規模保育事業、家庭的保育事

業、事業所内保育事業など）を利用するには、居住地の市町村が、事前に施設の所在市町村の同意を得たうえ

で、当該施設要件等の確認（法第 43 条）を行う必要がある。 

しかしながら、実際の利用決定は、それぞれの市町村の利用調整の担当者の間で調整し決定しており、利用の

決定後、利用開始前までの間に、上記の同意や確認を行う必要があるが、利用決定を追認する形となり、形骸

化している。 

本市及びその周辺の市町村においては、各市町村の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域

型保育事業についても、居住する市町村の区域外での利用も行われていることから、同意や確認については事

務的に煩雑であり、事業者や市町村の負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

形骸化している市町村間の同意や確認についての事務負担を軽減することができる。また、施設にとって、手続

きの簡素化を図り、利便性の向上が見込まれる。 

なお、地域型保育事業の広域利用の手続きは、教育・保育施設と同様に、居住地の市町村と施設所在の市町

村間で行うものであるため、支給認定漏れや給付漏れといった新たな支障は生じないものと考える。 

 

根拠法令等 

子ども・子育て支援法 31 条、43 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

川崎市、豊田市、池田市、吹田市、高槻市、富田林市、東大阪市、南あわじ市、米子市、広島市、松山市、熊本

市 

 

○市町村間の同意が形骸化しているが、同意書の内容を市町村間で調整するなど煩雑な事務手続きが市町村

の負担となっている。 

○当市及びその周辺の市町では、各市町の区域を越えた通勤等が一般的であり、それに伴って地域型保育事



業についても、居住する市町の区域外での利用が一般的に行われている。現行では、地域型保育事業の確認

の効力が確認を行う市町村の区域に限定されていることから、広域的な利用を行う場合には、他自治体との同

意を得る必要がある。当市は事業者の事務負担の軽減が議会質問等様々な機会を通じて、要望されており、通

知による簡便な方法を実施しているが、各市町と調整の上、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請

書類を各市町と受送付する事務等が発生し、市町間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が

事務負担となっている。先般、子ども・子育て支援法の改正があり、「特定子ども・子育て支援施設等の確認」が

追加されたが、これに関して他自治体の同意の必要性が無く理解に苦しんでいる。 

○広域利用の場合、少人数の児童のためでも、施設要件を確認する手続きが必要になるため、園に対する事

務負担は増大する。 

○当市において、現在まで、地域型保育事業の広域利用はないものの、発生した場合の事務負担に鑑み必要

と考える。 

○広域利用の場合は、他市町村に利用調整を依頼することになるため、住民が利用している施設は容易に把

握でき、給付を支払う場合には、必ず事業者または市町村から請求があるため、支給漏れ等が起こることはな

いため、特定地域型保育事業者の確認の効力を全国に及ぶこととしたとしても、制度上新たな支障は生じない

ものと考える。また、利用の決定後、利用開始前までの間に、同意や確認を行う必要があるが、実際にはその期

間での確認を行うことは困難で利用決定を追認する形となり、形骸化している。 

○事業所内保育事業について、同意を不要とする旨の同意書を作成し、確認申請書類を各市町村へ送付する

事務等が発生し、市町村間での調整業務（協定書の内容についての確認、修正等）が煩雑である。 

○地域型保育事業に係る確認については、いわゆる「みなし確認」等により手続きが簡略化されているものの、

当市においても一定数の件数が発生しており、また事業所への説明や書類提出を促す作業量も含めた場合に

は事務負担の増加につながっている。特定教育保育施設と特定地域型保育事業における確認の性質が異なる

ことは理解しているが、確認の効力が全国に及ぶこととなった場合には事務の効率化に寄与するものと考える。 

○特定教育・保育施設と特定地域型保育事業で確認の効力の範囲に差を設ける必要性があると感じたことが

なく、事務負担の軽減の観点から見直しをお願いしたい。 

○形骸化している事務処理であり，利用決定を追認する形となっているが，事務処理が煩雑であり，処理に時

間を要するなど，負担となっており，提案事項で掲げられている見直しが必要である。 

○当市においても広域的な利用を行う場合、同意書を取得しており、事務負担となっている。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 119 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

生活保護ケースワーカーの要件「社会福祉主事」資格の緩和 

 

提案団体 

埼玉県、茨城県、群馬県、川越市、川口市、行田市、秩父市、本庄市、東松山市、狭山市、羽生市、鴻巣市、上

尾市、越谷市、戸田市、入間市、朝霞市、和光市、北本市、ふじみ野市、白岡市、千葉県、長野県 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

指定科目の読替え範囲を拡大するなど、指定科目の履修について弾力的に対応できるよう、生活保護業務に

従事するケースワーカーの任用資格の要件を緩和すること。 

 

具体的な支障事例 

【現行制度】 

生活保護業務に従事するケースワーカーは、社会福祉主事でなければならない。 

社会福祉主事に任用するには、大学等で「厚生労働大臣の指定する科目」を３科目以上修める必要がある。 

この指定科目名と大学等の科目名は原則一言一句同じでなければならないとされている。 

指定科目と読替えの範囲に該当する科目についても指定されているが、これについても一言一句同じであるこ

とが求められている。 

【支障事例】 

指定科目の認定があまりに厳格である。 

例えば、指定科目「法学」については、「法学」以外でもその読替えの範囲として「法律学」「基礎法学」「法律入

門」が認められるが、実質的に講義内容が同等の「法学（憲法を含む）」や「法学の基礎」は認められない。 

そのため、実質的には任用に必要とされる知識を有しているにもかかわらず、社会福祉主事として任用できない

例があり、ケースワーカー担当職員の確保に困難が生じている状況にある。 

また、資格を有していない職員は、１年程度の通信課程を受講して資格を取得する必要があるが、通常業務が

多忙な中での受講は多大な負担であるとの意見が複数の自治体から挙がっている。 

【制度改正の必要性】 

高齢化等により、被保護世帯が増加し続けていることから、より多くの適性のある職員をケースワーカーとして

従事させる必要がある。 

※ 県被保護者世帯数 平成 19 年度：37,554 世帯 平成 29 年度：73,870 世帯 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

「社会福祉主事」を発令できる職員が増え、ケースワーカー担当職員の確保に繋がる。 

また、社会福祉への熱意がある、就労支援や健康管理支援などの業務経験を持つ職員が生活保護業務に配

属され、被保護者の自立助長に繋がる。 

 

根拠法令等 

社会福祉法第 15 条、第 19 条第１項 



社会福祉法施行規則第１条の２など 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、桶川市、千葉市、三鷹市、川崎市、岐阜市、八尾市、南あわじ市、大和高田市、香川県、高松市、熊本

市、宮崎市 

 

○人員不足から、臨時職員のケースワーカーをハローワークを通じて募集しているが、指定科目が厳格なため

実質的には任用に必要な知識を有しているにも関わらず社会福祉主事ととして任用できないケースがありケー

スワーカーの人員確保に支障をきたしている。また、資格を有しない職員が異動してきた場合、１年程度の通信

教育及び関東での研修が実施されているが、通常業務が多忙な中での受講や遠方での研修は時間的にも費

用面でも過大な負担となり業務に支障を与えている。指定科目の読み替えを拡充するなどケースワーカーの任

用資格の要件を緩和することで、不足するケースワーカーの人員確保に繋がると考える。 

○本市における福祉事務所の職員配置については、一般事務の職員のうち、大学等で指定科目３科目を修了

した社会福祉主事資格を有する職員を選び、おおよそ５年程度を目途に配置してきているが、ケースワーカーの

指定科目の認定が厳格であることなどから、毎回の人事異動の際に難しい状況が生じている。また、無資格の

職員を配置後、社会福祉主事認定通信課程を受講することについては現状行っていないが、通常業務が繁忙

であり、かつ自宅学習を求める必要があることから、現実的には難しいと考える。 

○本市においても科目名が一致しないために、実質的に講義内容が同等である科目が認められない事例など、

多数同様の事例が散見される。そのうえ、指定科目を学校独自の名称で開講したいという要望があった場合、

学校から厚生労働省へ申請し、条件を満たしているものについては指定科目として認められる制度がある。この

個別の承認を受けているか否かについては、卒業した学校に確認することになっており、複数のケースワーカー

が学校へ個別に問い合わせを行ったことがあるが、学校側から的確な回答は得られなかった。最終的には、学

校側から、各自で厚生労働省に問い合わせるように回答される事例が複数見受けられた。 

○福祉行政に対して熱意があるにもかかわらず、履修科目を満たしていなかったためケースワーカーとして任

用していなかった者を積極的に任用できるようになり、ケースワーカー不足解消の一助となるため。 

○提案内容と同じ支障事例あり。資格を保有しない職員が現業員として配置された場合、通信課程を受講する

ことで、主事資格を取得するようにしているが、配置初年度は、業務自体を習得していかなければならず、それ

に加えて通信課程を受講することは、当該職員の負担が大きい。 

○日々のケースワークをこなし、通信課程による受講は負担となるため要件とする必要はないと判断し、資格の

緩和を求める。 

○社会福祉主事の資格を有しても、適切な判断と知識はケースワーカーに実際従事し、現場で培われます。そ

して、社会福祉への熱意がなければ、ケースへ伝える言葉に心がなく、被保護者の自立助長へと繋ぐことはでき

ません。通信課程に費やす時間と労力で、早々に疲弊します。そこで、現行制度の緩和を求めます。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 124 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

介護保険法に基づく居宅介護支援に関する業務管理体制における監督事務等の効率化 

 

提案団体 

新潟県、福島県、茨城県、栃木県、三条市、村上市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

介護保険法に基づく居宅介護支援に関する業務管理体制における監督事務等の効率化 

（１市町村内で事業所を運営する場合の居宅介護支援に関する業務管理体制の監督権限等を市町村に移譲す

る。） 

 

具体的な支障事例 

市町村に指定権限がある指定介護保険サービスのうち、地域密着型サービスについては、１市町村内のみで事

業所を運営する場合は、業務管理体制の監督権限等も事業所所在地の市町村となっている。 

しかし、同じく市町村に指定権限がある居宅介護支援(平成 30 年度に県から市町村に指定権限を法定移譲）に

ついては、１市町村内のみで事業所を運営する場合でも、業務管理体制の監督権限等は県にある。 

指定権限と監督権限等が分かれることで監督業務等が非効率となっているほか、事業者にとっても届出等を２

か所に分けてする必要があるなど余計な事務負担となっていることから、１市町村内で事業所を運営する場合

の業務管理体制の監督権限等を市町村に移譲する。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

指定権限と監督権限等が同一となることで、監督業務等の効率化が図られる。 

また、事業者にとっては窓口が１本化されるため、事務負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

介護保険法第 115 条の 32、第 115 条の 33、第 115 条の 34、第 197 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

青森県、長野県、玉野市、徳島県、高松市、愛媛県、大分県、中津市 

 

○指定権限と監督権限等が同一となることで、監督業務等の効率化が図られ、また、事業者にとっては窓口が

１本化されるため、事務負担が軽減されると考える。 

○当県でも、指定権限と業務管理体制の監督権限が分かれることにより、指定関係書類と同時に届出を促すこ

とが難しく、届出漏れに繋がるおそれがあることから、指定権限と業務管理体制の監督権限を同一とすることが

必要と考える。 

○市町村のみで事業所運営をしている場合、居宅介護支援事業所の指定権限がある市町村に、業務管理体制



の整備に関する監督権限を移譲することで、市町村は事業所全体を把握することができ、指導監査等の効率

化、円滑化が図られる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 125 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

介護保険法に基づく介護予防支援に関する業務管理体制における監督事務等の効率化 

 

提案団体 

新潟県、福島県、茨城県、栃木県、三条市、村上市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

介護保険法に基づく介護予防支援に関する業務管理体制における監督事務等の効率化 

（１市町村内で事業所を運営する場合の介護予防支援に関する業務管理体制の監督権限等を市町村に移譲す

る。） 

 

具体的な支障事例 

市町村に指定権限がある指定介護保険サービスのうち、地域密着型サービスについては、１市町村内のみで事

業所を運営する場合は、業務管理体制の監督権限等も事業所所在地の市町村となっている。 

しかし、同じく市町村に指定権限がある介護予防支援については、１市町村内のみで事業所を運営する場合で

も、業務管理体制の監督権限等は県にある。 

指定権限と監督権限等が分かれることで監督業務等が非効率となっているほか、事業者にとっても届出等を２

か所に分けてする必要があるなど余計な事務負担となっていることから、１市町村内で事業所を運営する場合

の業務管理体制の監督権限等を市町村に移譲する。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

指定権限と監督権限等が同一となることで、監督業務等の効率化が図られる。 

また、事業者にとっては窓口が１本化されるため、事務負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

介護保険法第 115 条の 32、第 115 条の 33、第 115 条の 34、第 197 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

青森県、玉野市、徳島県、高松市、愛媛県、大分県、中津市 

 

○１市町村内で事業所を運営する場合の居宅介護支援に関する業務管理体制の監督権限等を市町村に移譲

することにより、監督業務等の効率化及び事業者の事務負担の軽減が図られる。 

○当県でも、指定権限と業務管理体制の監督権限が分かれることにより、指定関係書類と同時に届出を促すこ

とが難しく、届出漏れに繋がるおそれがあることから、指定権限と業務管理体制の監督権限を同一とすることが

必要と考える。 

○市町村のみで事業所運営をしている場合、介護予防支援事業所の指定権限がある市町村に、業務管理体制



の整備に関する監督権限を移譲することで、市町村は事業所全体を把握することができ、指導監査等の効率

化、円滑化が図られる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 127 提案区分 Ａ 権限移譲 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務・権限及び業務管理体制の整備に関する事務・権限の都道

府県知事から市町村長への移譲 

 

提案団体 

大府市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

指定障害福祉サービス事業者の指定等に係る事務・権限及び全ての事業所が１つの市町村の区域に所在する

場合の業務管理体制の整備に関する事務・権限を都道府県知事から市町村長へ移譲する。 

 

具体的な支障事例 

事業者の指定権限は県知事が有しているため、事業所が設置される市町村はどのような事業所が開設される

か分からないにも関わらず、障害福祉サービスの給付費の支払いを行っている。さらに、事業所が不正を行った

場合、行政処分は県が行い、その処分に伴う返還金の請求事務は市町村で行うこととなっている。 

給付費の支払いや不正に伴う返還金の請求事務の責任は、市町村にあるにも関わらず、指定から監査、行政

処分等を一貫して行うことができず、市町村が主体的に事業者を管理できていない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

指定障害福祉サービス事業者の指定及び業務管理体制の整備に関する事務・権限を有することにより、市町村

の責任のもと事業者への監査等が可能となり、支援内容の質の確保並びに介護給付費、訓練等給付費、サー

ビス利用計画作成費及び特定障害者特別給付費の支給の適正化が期待される。 

 

根拠法令等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 36 条、第 51 条の２、第 51 条の３、第 51

条の４等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮崎市 

 

－ 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 138 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

老人福祉法の届出書類等の簡素化 

 

提案団体 

玉野市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

介護サービス事業者の申請等に係る文書量の削減の観点から、介護保険法施行規則等の改正が行われたこ

とを踏まえ、同様の観点から、老人福祉法施行規則を見直し、届出書類等の簡素化を求める。 

 

具体的な支障事例 

介護サービス事業者は、介護保険法及び老人福祉法双方に規定される事業者であるため、それぞれの法律に

基づく書類を作成する必要があり、申請や届出に際して大きな負担が生じている。また、自治体においても相応

に事務処理負担が発生している。 

「新しい経済政策パッケージ」（平成 29 年 12 月８日閣議決定）において、「介護サービス事業所に対して国及び

自治体が求める帳票等の実態把握と当面の見直しを来年度中に実施するとともに、その後、事業所が独自に

作成する文書も含めた更なる見直しを進め、帳票等の文書量の半減に取り組む。」とされ、これを受けて、介護

保険法施行規則等が一部改正されている。この帳票等の文書量半減の取組は、①政府をあげて取り組んでい

る「介護離職ゼロ」の実現に向けた取組の一環であるとともに、②各介護サービス事業者や利用者の負担の軽

減に資する取組であるが、介護サービス事業者は、老人福祉法上の書類を作成する必要もあるため、文書量削

減の取組の効果を十分に発揮させるためには、老人福祉法施行規則の見直しも必要である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

介護サービス事業者の申請等に係る文書量の削減の観点から、介護保険法施行規則等の改正が行われたこ

とを踏まえ、同様の観点から、老人福祉法施行規則を見直し、届出書類を簡素化することによって、事業者や利

用者の更なる負担の軽減となり、行政の事務処理負担の軽減にも繋がる。 

 

根拠法令等 

老人福祉法第 14 条、第 14 条の２、第 14 条の３、第 15 条、第 15 条の２、第 16 条 

老人福祉法施行規則第 1 条の９、第１条の 14 及び第２条等 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県、千葉市、八王子市、新潟県、浜松市、名古屋市、堺市、八尾市、岡山県、愛媛県、福岡県、宮崎市 

 

○事業所の事務手続きの負担軽減になる。 

○介護保険サービス事業所として指定を受けたことにより、老人福祉法としての届出が必要であることを認識し

ていない事業所が多く、届出の受理等以外にも、個別に事業所に対して説明等行う必要があり、自治体として業



務の負担になっている。また、事業者としても、指定のために２種類の届出を行わなければならないだけでなく、

変更内容によっては届出の有無が異なり、事務が煩雑である。この求める措置により、文書量の削減や自治体

及び事業者の負担を軽減できる。具体的には、新規指定では 50 件のうち 32 件、廃止届出は 53 件のうち 40 件

及び変更届出 1,255 件のうち 941 件が二重の届出となっている。老人福祉法の届出が簡素化されれば、事業

者と自治体で約 2,000 枚の文書量及びこれらに基づく書類審査や事務手続きが削減・軽減できる。 

○窓口での書類審査や事務処理に時間がかかっており、老人福祉法施行規則の見直しは業務量削減につな

がると期待できる。 

○介護保険法と老人福祉法の整合性が取れていないため、改正前と比べ事業所の届出間違いが増加した。 

○事業者の提出すべき書類が多く、事業者、市双方に事務負担がかかっているため支障がある。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 140 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

幼保連携型認定こども園の整備に係る交付金の一元化等 

 

提案団体 

福島県、福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、二本松市、南相馬市、本宮

市、川俣町、鏡石町、天栄村、玉川村、平田村、三春町、広野町、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、日本創生

のための将来世代応援知事同盟 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

①幼保連携型認定こども園の施設整備に関する所管や制度、財源の内閣府への一元化 

②間接補助となっている文科省分の補助金について、保育の実施主体となる市町村への直接補助への変更 

 

具体的な支障事例 

一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要があ

り、別々に修正等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正

となる場合が生じるなど事務が煩雑となっている。 

また、文部科学省の予算が不足し、平成 29 年度には 5 市町 5 施設で事業費 280,679 千円、協議額 101,935 千

円を文部科学省に協議したが、内示率 90％で 91,739 千円に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金

は協議した満額で内示がなされた。平成 28 年度には厚生労働省からは内示されたが、文部科学省に内示を保

留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制度が２つに分かれていることによる財源の不安定さ等が

施設整備を進める課題となっている。加えて、厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交

付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。 

【県内共同提案団体からの主な支障事例】 

・ 幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」

で、また幼稚園機能部分は文部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞ

れ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、２種類の書類を作成するな

どの事務の負担が生じている。認定こども園に係る施設整備交付金の一元化により、自治体、補助事業者双方

において、交付申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。 

・ 補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進めるため、スケジュール管理が煩

雑となっている。 

・ 一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要がある

現状は事務が繁雑となる大きな要因の一つである。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足の

ため、内定額の圧縮や内定を保留され事業に着手できない期間が生じた事案があったため、施設整備に関する

所管や制度、財源の一元化は必要である。 

(以上のような支障があるため、申請窓口の一元化等の事務手続きの簡素化を通じて、解消することを求める) 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

内閣府に施設整備に関する所管や制度、財源を一元化し、市町村への直接補助とすることにより、県、市町村

の事務負担の軽減を図るとともに、円滑で安定的な財源確保による市町村の待機児童解消に向けた施設整備



計画に大きく寄与するものと考える。 

 

根拠法令等 

児童福祉法、認定こども園施設整備交付金交付要綱、厚生労働省保育所等整備交付金交付要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、秋田県、須賀川市、千葉県、須坂市、豊橋市、豊田市、三重県、大阪府、大阪市、高槻市、茨木市、兵

庫県、西宮市、南あわじ市、広島市、徳島市、愛媛県、佐世保市、大村市、熊本市、大分県、宮崎県、九州地方

知事会 

 

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分か

れていることにより、補助金計算や申請などの事務が煩雑になっている。 

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正

依頼があると、修正後の様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化するこ

とにより事務の効率化が期待される。また、間接補助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助

にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交付決定後）、円滑な施設整備が期

待できる。 

○当市でも同様の支障事例があり、文部科学省の予算不足による内示額が圧縮されたため、国庫補助の不足

分を市が肩代わりした経過がある。また、文部科学省と厚生労働省で内示時期の違いから工期に余裕なく、当

初予定通りの開園が危ぶまれた。 

○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する

必要があり、また、協議のスケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。ま

た、平成 30 年度において幼稚園部分の申請時期が２回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だ

けで工事を行った。 

○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑

な按分式で教育部分と保育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報

告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、県にとって事務負担が大きい。文部科学省の予算が不足

し、平成 29 年度には２施設で内示率 90％に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した満額

で内示がなされた。厚生労働省の交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交付金は、県を経由した間

接補助となっており、一つの施設に対する円滑な交付金の交付にも課題がある。 

○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内

容が若干異なること等、制度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。 

○一つの施設を整備するに当たって、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要が

あり、別々に修正等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修

正となる場合が生じるなど事務が煩雑となっている。また、文部科学省の予算が不足し、平成 29 年度には５市

町５施設で事業費 280,679 千円、協議額 101,935 千円を文部科学省に協議したが、内示率 90％で 91,739 千円

に内示額を圧縮された一方、厚生労働省の交付金は協議した満額で内示がなされた。平成 28 年度には厚生労

働省からは内示されたが、文部科学省に内示を保留され事業に着手できない事案があるなど、交付金制度が２

つに分かれていることによる財源の不安定さ等が施設整備を進める課題となっている。加えて、厚生労働省の

交付金は、市町村への直接補助、文部科学省の交付金は、県を経由した間接補助となっており、一つの施設に

対する円滑な交付金の交付にも課題がある。 

○幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、

また幼稚園機能部分は文部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」での申請が必要であり、それぞれ補

助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、２種類の書類を作成するなどの

事務の負担が生じている。認定こども園に係る施設整備交付金の一元化により、自治体、補助事業者双方にお

いて、交付申請等に係る事務の省力化、効率化が図られる。 

○補助制度が２つになるため、事業着手するのに両方の回答をまってから進めるため、スケジュール管理が煩

雑となっている。 

○一つの施設を整備するために厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要がある現

状は事務が繁雑となる大きな要因の一つである。また、当市においても過去に文部科学省分の予算不足のた

め、内定額の圧縮や内定を保留され事業に着手できない期間が生じた事案があったため、施設整備に関する

所管や制度、財源の一元化は必要である。 



○平成 29 年度に当市でも「認定こども園施設整備交付金」の協議額から 90%圧縮されての内示となったことで、

圧縮分を市で補填せざるをえず、市の支出が増加した。市内の保育ニーズへの対応や保育環境等を改善する

ために整備を実施しているにも関わらず、このようなことが起きてしまうと、整備事業を進める上での大きな障害

となる。 

○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申

請等の手続きはもとより、問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとな

り、事業費・補助金額の計算における両省分の按分等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分

は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手順も異なっており、予算・決算に

おいても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出来

ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の

過度な事務負担解消のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。 

○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、

異なる部分があるため、対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑と

なっている。加えて、文部科学省の予算については、本省繰越予算が当てられることがあるため、本来であれば

通常の繰越の作業で済むところが、事故繰越の扱いとなり、繰越理由を整理する煩雑さも、自治体・事業者に発

生する。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や利

用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。また、財源の一元化による安定的な財源確保が期待さ

れる。 

○制度の所管省庁が複数に跨がっていることにより、類型により認可・認定基準や、法的立て付けが異なってい

ることにより、事業者及び行政ともに事務作業が繁雑化している。また、特に幼稚園型認定こども園について、

認可形態としては幼稚園となり、施設監査の法的な位置付けが非常に不明確となっており、他の類型の認定こ

ども園と比較して監査権限に基づく自治体の関与が不十分と思える状況が発生している。施設整備補助金につ

いても、一の施設整備において複数省庁からの交付を受ける必要があり、幼稚園部分と保育所部分で事業費

の按分等を行わなければならず、事務負担が増大しているとともに、交付額の算定誤り等が生じる原因となって

いる。 

○当市においても、H29・30 年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金

申請時等において、２か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事

務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。 

○当県においても、認定こども園の施設整備については、申請にあたって共用部分を按分して積算するなどの

非効率な事務作業が生じ、自治体、事業者ともに煩雑な手続きが必要となっています。特に、一方の財源が圧

縮された場合、施設整備の推進に支障をきたすことがあります。 

○平成 30 年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の

内容を厚生労働省と文部科学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付

申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等の事務が繁雑にしている。 

○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、教育

部分と保育部分で申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報告書を作成する必要がある

ため、事務負担が大きい。また、内示後の工事着手となっているが、内示時期が異なることがあり、工期に影響

が出ることがある。（平成 29 年度 10 月協議分の内示 文科省平成 30 年２月２日、厚労省平成 29 年 12 月８

日）また、実際に平成 29 年度 10 月協議分では、内示時期に２ヶ月ほどのズレがあったことから、当初予定して

いた年度内に工事完了が難しく、工事を次年度に遅らせたという事例があった。 

○幼保連携型認定こども園の整備のみならず、幼稚園型認定こども園及び保育所型認定こども園の整備につ

いても、保育所（保育機能部分）は厚生労働省所管の保育所等整備交付金、幼稚園（幼稚園機能部分）は文部

科学省所管の認定こども園施設整備交付金を使用しているところである。このため、一つの認定こども園を整備

するに当たっては、厚生労働省と文部科学省それぞれに事前協議や交付申請を行う必要があり、別々に修正

等の指示があるため、厚生労働省からの指示により、文部科学省へ提出している協議書も修正となる場合が生

じるなど事務が煩雑となっている。全類型の認定こども園の整備は、現状において、二種類の補助金を使用して

おり、上記のとおり事務が煩雑である。そこで、補助を一本にまとめるため、次の制度改正が必要であると考え

る。 

①認定こども園の施設整備に関する所管や制度、財源の内閣府への一元化及び②間接補助となっている文科

省分の補助金について、保育の実施主体となる市町村への直接補助への変更 

○申請後の交付決定にあたり、各省の予算確保の状況等により大幅な時期のずれが生じ、一方の交付金が交

付決定なされているのに他方が未決定という状況で、なかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的

に開園が年度始まりに間に合わなかった事例があった。（待機児童解消の施策に影響が生じた） 

○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理



が発生している。 

○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発

生している。また、時期や時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 145 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

医師法、歯科医師法、薬剤師法（以下、「医師法等」という。）に基づく届出のオンライン化 

 

提案団体 

千葉県 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

医師等に義務付けられている届出に関して、現状の紙で行われる届出に変えて、対象者各自が付与されている

籍登録番号を ID とし、対象者各自がインターネットを使用して行う届出を可能とする。 

 

具体的な支障事例 

都道府県（保健所）は、医師法等の規定により、２年ごとの年の 12 月 31 日現在における厚生労働省令で定め

る事項について、医師・歯科医師・薬剤師が行う届出を紙媒体により回収し、とりまとめ、厚生労働大臣に提出し

ている。届出は、資格毎に異なる届出票で実施しているため、届出標の送付作業や回収作業及び回収後の確

認作業（対象者への電話連絡等）に労力をかけている。特に対象者が就労している場合、電話等の確認作業は

時間的な制約を受けることになり、業務効率が悪く支障がある。 

※なお、本県では、約 32,000 件の届出を処理している。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

各担当者の事務の軽減につながり、対象者が就労していた場合の問い合わせ等における時間の制約がなくな

ることが期待される。また、対象者においても届出票作成作業が容易になり、かつ返送作業等の負担軽減につ

ながることが期待される。 

 

根拠法令等 

・医師法第６条第３項 

・歯科医師法第６条第３項 

・薬剤師法第９条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、宮城県、仙台市、福島県、栃木県、千葉市、神奈川県、川崎市、茅ヶ崎市、新潟市、富山県、石川県、

小松市、福井市、長野県、愛知県、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、徳島県、高松市、久留米市、熊本市、大

分県 

 

○当院においても、職員数が 600 人弱分を紙媒体での事務処理に苦慮している。前回提出データを活用できる

オンラインもしくは電子媒体での対応できるようになれば、効率的に業務が遂行できる。 

○本市では、ほぼ 1 人の担当者が文書の発送（平成 30 年調査で約 850 施設へ送付）、回収、審査（平成 30 年

調査で約 2500 枚を 1 枚ずつ審査）、疑義照会（平成 30 年調査で約 100 施設）を行っていた状況であるため、



時間外対応をし業務を行っていたところである。組織内の職員が削減されている中、業務の応援体制もなかな

か難しい状況となっている。そのようなことから、オンラインによる調査が実施されると、提案のとおり業務量の

軽減が見込まれる。また、オンライン時の審査により、入力者自身が誤りに気づき、より正確な届出票になると

思われる。 

○当県でも 11,000 件以上の届出を処理しており、記載内容の審査や確認作業等が大きな事務負担となってい

る。集計作業においても、手作業での集計となるため、労力を要する状況となっている。 

○当市においても同様の支障が生じている。医師・歯科医師・薬剤師に対する調査は、資格毎に異なる調査用

紙で実施しているため、調査用紙の送付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に

相当な作業時間を費やしている。特に対象者が就労している場合、電話等の確認作業は時間的な制約を受け

ることになり、業務効率が悪く支障がある。調査内容についても細かすぎるため、説明に苦慮している。 

○近年調査項目が増加している中、都道府県の事務はもちろん、記載者側の負担軽減の観点から、オンライン

報告は、記入漏れや記入ミス等が少なくなり、正確で迅速な調査が可能となり、集計も自動化でき、医師等の勤

務状況等が速やかにかつ正しく判明することにつながるため、医療政策上の利点もあると考えられる。なお、本

調査においては、医師・薬剤師の確保対策及び歯科医師の適正配置の検討に利用するため、都道府県におい

て届出票の複写（同意欄に同意があるもの）が可能とされていることから、オンライン報告の際には県を経由し

て厚生労働省へ提出するか、あるいは県もシステムにログインして参照できるようにする等の方法をとることで、

引き続き都道府県においても届出票を参照できるようにすることが望ましいと考える。 

○本市においても、３市合計で約 8,000 人を対象に、 病院、薬局、歯科に紙の調査票を送付するとともに、 ３市

から回収した調査票は、記載事項の確認や 空白の項目の確認を行うなど多大な労力をかけている状況であ

る。オンライン入力が可能になれば、事務作業の軽減のほか、郵送料の節減が図れる。また、対象者の利便性

向上も期待できる。 

○オンラインによる届出が可能になれば、用紙配布及び回収の作業が大幅に軽減され、オンライン送信前に各

項目のチェックができるため、記入もれ・記入誤りの減少が見込まれる。これは、主として届出義務者自らが届

出書を記入、提出している非就業者および小規模の医療機関における従事者についてはメリットであると考え

る。法令では、届出義務者が届出票を自ら記入・提出することとなっているが、大規模な病院では事務方がエク

セルシートを利用して記入を代行している事例が現実にある。このため、登録番号を ID として届け出る方法と並

行して、病院等が多数の届出データを代行して効率よく入力できる方法も法令との整合性も含めて考慮する必

要があると考える。また、医師、歯科医師及び薬剤師の届出とは別に、保健師、助産師、看護師及び准看護師

並びに歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事届とも関連があるから、法令面とシステム面の両面でよく検討し

ていく必要があると考える。 

○当県で処理している件数は、約 12,000 件であり、提案県と同様に多大な事務処理となっているため、オンライ

ン調査による事務の軽減化が必要である。 

○支障事例は同じであるが、調査票を予測数で送付するしかないため、従事者の増減で不足調査票の追加送

付や各設問への質問回答など調査票配布～回収までに大量の問い合わせに対応する必要がある。また、回収

後の未記入欄の電話での問い合わせや重複届出の確認作業、提出期限を大幅に超過し提出された調査票の

処理など、業務効率が悪く支障がある。オンライン化することで事前に未記入欄のエラー表示など上記支障事

例を解消できる。 

○調査用紙の送付・回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力がかかっている。誤記

入や未記入等も多く、その照会に時間がかかるため、エラーチェック機能があるオンラインシステムの導入を望

む。 

○医師・歯科医師・薬剤師届出については、年々、届出票の質問項目が増加・複雑化しており、記入漏れや記

入誤りが散見されることもあり、本県では例年審査会を開き、本庁や保健所担当者が届出票の審査を行ってい

る。当該審査・照会業務には多大な時間を要する等担当者の負担も大きい。届出のオンライン化により審査業

務が省力化され、届出の迅速化が図られるとともに、業務負担の軽減にもつながると考える。 

○当市においても、当該調査にかかる発送や入力など、担当者の事務量は膨大なものとなっており、電話等で

の問い合わせや窓口での調査票の受け取りなどを含めて、他の業務に従事する時間が確保できないなどの支

障が生じており、担当者の負担軽減の為にもオンライン調査の導入は有効であると考える。また、提出用紙の

間違いや記入ミスが散見されたり、提出の手間などから、届出を行わない場合があることから、より正確な情報

を得る為にもオンライン調査の導入が有効であると考える。 

○当県においても、個人情報であり取扱いに十分な注意が必要であるにもかかわらず、限られた人員で大量の

調査票を処理しなければならないこと、調査対象者からの問い合わせや記入漏れ・誤り等の確認作業に費やす

労力が大きいこと等の問題がある。オンライン調査を導入することで、業務の大幅な省力化、調査対象者の利

便性の向上が見込めるとともに、個人情報の保護にも資すると考える。 

○本調査については、調査票の配布・回収・確認・送付業務における職員の負担が大きく、また調査票の保管



場所の確保、業務に従事していない対象者の把握・配布に苦慮している。オンライン調査を導入することにより

業務の効率化が図られ、担当者の負担軽減とともに、国における結果の集計・解析の迅速化にもつながり、最

新の調査結果をより早く施策の企画・立案へ反映させることも可能となると考える。 

○調査票の配布、回収、審査、送付の各段階において、紙ベースであることが原因で集中してリソースを割く必

要があり、現場（担当課、保健所）に大きな負荷がかかっている。 

・届け出期間が２週間程度の短い期間になっており、その間に医師・歯科医師・薬剤師あわせて１万近い届け出

がありそれの処理をするのに負担がかかっている。 

・特に、審査については保健所、県の両方で行うことが求められており、間違いや記入漏れがあった場合、本人

に返す必要があり回収までに時間を要するほか、大きな負担になっている。 

・届け出を集約して国に送るときも、枚数を数えて束にして送付する必要があり、これも大きな負担になってい

る。 

・届け出対象者の利便性向上と都道府県（保健所）の負担軽減を両立させるためには、オンライン化が必要。 

○千葉県における支障事例等と同様、本県においては約 48,000 件の届出を処理していることから、調査用紙の

送付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に膨大な時間と労力がかかり、他業務

にも影響を生じさせているほか、物理的にも保管場所の確保が困難であり、電子化及び対象者自らが直接イン

ターネット等の回線を使用して厚生労働省に直接提出することが事務の効率化に必要であると考える。 

○現在は紙ベースの調査のため、調査票の配布、回収、記入内容の確認等に労力を要している。 

チェック機能も備えたオンラインシステムを導入すれば、郵送が不要となることや、集計が自動になることに加

え、記入誤りの縮減などの効果が期待できることから、事務の効率化や統計結果の利便性向上につながる。 

○本市（保健所）でも、調査用紙の送付作業、回収作業、県への送付作業等に労力をかけており、他の業務に

も支障がある。 

また、複数の対象者から、オンライン調査を希望する問い合わせを受け付けた。 

※なお、本市では、約 3,000 件の届出を処理した。 

○提案団体と同支障をきたしており、本市では、約 6,000 件の届出を処理している。 

紙媒体による調査は、すべて手作業となり、回収した届出書類の審査においては、文字の判別にも苦慮してお

り、対象者への問い合わせ等にかなりの手間を要している。 

○当市においても、調査票の送付や提出された調査票を１枚ずつ確認するなどの作業があるため、オンライン

化によって負担が軽減されると考える。 

○本市においては医師等の医療従事者の２年に１度の届出においては、職員総出で対応しているのが現状で、

時間外労働の増加にもつながっており、オンライン調査の導入については、職員の負担軽減、届出書の紛失す

るリスクも軽減されると考える。医師等の医療従事者の２年に１度の届出については施設がオンライン化してい

る可能性が高いため、勤務先の施設で入力可能になるというメリットがある。医療施設調査についても、オンライ

ン化による調査実施側、対象施設もメリットが大きいと考えられる。 

○当県においても、調査用紙の送付作業や回収作業及び回収後の確認作業（対象者への電話連絡等）に労力

をかけている状況で、特に不在で連絡がとれないケースも多く、期限も短いため、業務全体にも大きな悪影響が

生じている。 

※当県の届出件数：約 10,000 件 

○約２週間の届け出期間中に、約 6 万通の届出があり、届出票の受理、集約、送付等の作業が膨大である。紙

の調査票をマンパワーで配布、回収するような非効率なやり方を見直し、オンライン調査を導入することで、送付

や審査業務の大幅な省力化が見込めるとともに、個人情報の保護にも資すると考える。また、国における結果

の集計・解析の迅速化にもつながり、最新の調査結果をより早く施策の企画・立案へ反映させることも可能とな

ると考える。 

○当県においても，紙ベースで行われている医療従事者調査については，届出票の送付、回収、審査におい

て，担当職員への負担が大きいものとなっている。届出票様式をオンラインでダウンロードする場合も多数見受

けられることから，オンライン調査を導入することで届出を行う者の利便性にも資すると考えられる。 

○当県においても、調査用紙の送付・回収や確認作業に多くの時間を要しており、職員の負担となっている。※

当県の処理件数 約１０，０００件 

○当県では約 6,300 件を届出を処理している。 

加えて紙媒体の場合は、個人情報管理の点でかなりの配慮を要する。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 148 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

障害支援区分認定期間の見直し 

 

提案団体 

熊本市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

障害支援区分の認定期間の上限を延長すること（例えば６年等とする。） 

 

具体的な支障事例 

国の通知及び事務処理要領において、「障害支援区分の認定の有効期間については、３年を基本とし、障害者

の心身の状況から状態が変動しやすいと考えられる場合等においては、審査会の意見に基づいて３か月以上３

年未満の範囲で有効期間を短縮できる。」と規定されている。 

更新の手続きにおいては、病院を受診する必要があり、特に知的障害者については、この更新のためだけに病

院を受診するため、ご家族の大きな負担になっているのが現状であるが、障害支援区分６の方の場合は、状態

に大きな変化はなく、再度障害支援区分６の認定になる方が大多数である。一方で、区分認定については、

個々の状態に応じて判断する必要はある。 

そこで、区分 6 認定者については、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認定期間については市長村審査会

に委ねることを希望する。 

なお、認定期間が延長もしくは撤廃できた場合においては、各システム（各自治体が導入するシステムや国保連

システム）にて入力が規制されていることが多く、入力制限を解除する対応が必要となる。 

（備考） 

※障害福祉サービス支給決定者 区分有 3,200 人 区分無 2,930 人 

 計 6,130 人 

※区分ごとの支給決定者数 

 １：63 人、２：557 人、３：538 人、４：531 人、５：508 人、６：1,003 人  

 計 3,200 人 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

障害支援区分認定にかかる手続きの負担が軽減される。 

また、判定件数が増加している審査会（審査会委員）についても負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

「介護給付費等の支給決定等について」（平成 19 年３月 23 日障発第 0323002 号厚生労働省社会・援護局障害

保健福祉部長通知） 

介護給付費等に係る支給決定事務等について（国の事務処理要領） 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

白河市、江戸川区、美濃加茂市、浜松市、京都市、大阪市、徳島市、八幡浜市、宮若市、宮崎市 

 

○障害支援区分６（最重度）の障がい者については、状態がほとんど変化しないため、提案市と同様、認定期間

の更新を不要とする見直しが望まれる。 

○本市でも同様に、障害支援区分の認定期間の上限を延長すること（例えば６年等とする。）ことで、障害支援

区分認定にかかる手続き及び、判定件数が増加している審査会（審査会委員）についての負担が軽減されると

考えられる。 

○当市も同様の状況であり、区分６認定者については、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認定期間につい

ては市長村審査会に委ねることを希望する。 

○障害支援区分の更新の手続きにおいては、病院を受診する必要があり、特に知的障害者については、この更

新のためだけに病院を受診するため、ご家族の大きな負担になっている。また、診断書料は自治体の負担であ

り、その負担を軽減する意味においても、状態に大きな変化が見られない障害支援区分６の認定の場合は、認

定期間の延長もしくは撤廃するなど、柔軟な対応が審査会で可能となるような制度設計を希望する。 

○障害支援区分６の方の場合は、状態に大きな変化はなく、再度障害支援区分６の認定になる方が大多数であ

る。区分６認定者については、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認定期間については市長村審査会に委

ねることを希望する。 

○更新の手続きにおいては、病院を受診する必要があり、特に知的障害者については、この更新のためだけに

病院を受診するため、ご家族の大きな負担になっている。障害支援区分６の方の場合は、状態に大きな変化は

なく、再度障害支援区分６の認定になる方が大多数である。一方で、区分認定については、個々の状態に応じ

て判断する必要はある。区分６認定者については、認定期間の上限を延長もしくは撤廃し、認定期間について

は市長村審査会に委ねることを希望する。なお、認定期間が延長もしくは撤廃できた場合においては、各システ

ム（各自治体が導入するシステムや国保連システム）にて入力が規制されていることが多く、入力制限を解除す

る対応が必要となる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 149 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

障害児通所給付における支給決定有効期間の見直し 

 

提案団体 

熊本市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

障害児通所支援に係る支給決定有効期間の上限を延長すること（例えば３年等とする）。 

 

具体的な支障事例 

障害児通所給付決定の有効期間については、省令により、最長１年間と定められている。そのため、最長でも１

年毎に申請から支給決定までの手続きを行っている。これは、児童は成長とともに状態にも変化があるため、１

年毎に、支給の要否を判断するべきだという考えに基づくものである。 

しかし、現状として、一度障害児通所給付費の支給をした場合、その後は１８歳到達や転出になるまで支給を継

続していくことが大多数であるため、１年毎の申請が保護者にとって負担となっている。また、増加し続ける支給

決定者に伴い、事務量が膨大になることで、新規申請については最長で３か月程度の待機期間が発生してい

る。 

（備考） 

障害児通所支援支給決定者数 平成 29 年３月末：2,318 人 平成 30 年３月末：2,873 人 平成 30 年９月末：

3,168 人 平成 31 年４月末：3,128 人 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

障害児通所支援に係る支給決定有効期間を１年から３年程度に延長することで、個々の障害児に応じて柔軟か

つ適切な期間を定めて支給決定を行うことが可能となる。これにより支給決定保護者としても、適切な頻度にお

いて申請手続きを行うことが可能となる。また、有効期間の延長により事務量が軽減され、新規申請者の待機

期間の改善が見込まれる。 

なお、支給決定を３年にした場合における、負担上限額の決定については、毎年度行うことを想定している。 

ただし、今年度 10 月からの「就学前の障害児の発達支援の無償化」により、対象となる３～５歳児については、

その間の負担上限額の決定も不要になることが見込まれる。 

 

根拠法令等 

児童福祉法、児童福祉法施行規則、障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について（事務処理要領） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、石岡市、大阪市、徳島市、宮崎市 

 

○当市でも同様に、障害児通所支援に係る支給決定有効期間を１年から３年程度に延長することで、個々の障



害児に応じて柔軟かつ適切な期間を定めて支給決定を行うことが可能となる。これにより支給決定保護者として

も、適切な頻度において申請手続きを行うことが可能となる。また、有効期間の延長により事務量が軽減され、

新規申請者の待機期間の改善が見込まれると考えられる。 

○サービス利用者や相談支援事業者の利便性等を考慮した場合、有効期間の延長は一つの方法と思われる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 158 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

居宅介護支援事業所における管理者要件の経過措置期間延長 

 

提案団体 

大阪府、滋賀県、京都府、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

平成 30 年度より、指定居宅介護支援事業所での管理者要件が主任介護支援専門員に改正され、当該要件の

経過措置期間が平成 33 年３月 31 日までと規定された。 

当該改正により、従前から管理者であるものの主任介護支援専門員でない者は研修の受講が必要だが、受講

に当たり５年以上の実務経験を要するため、３年の経過措置期間では要件を満たせず、廃業を余儀なくされる

事業所も相当数発生する恐れがある。 

事業所の運営継続に支障をきたさないよう、制度改正が事業所の運営に与える影響の実態を検証し、必要な経

過措置期間を６年以上とするこ 

 

具体的な支障事例 

主任介護支援専門員の資格を取得するためには、各都道府県の実施する主任介護支援専門員研修を修了し

なければならない。同研修の受講に当たっては、５年以上の介護支援専門員としての実務経験を要する。 

本府においては、制度改正以前より居宅介護支援事業所の管理者であるにも関わらず、３年間の経過措置期

間中に主任介護支援専門員研修の受講要件を満たせないため主任介護支援専門員の資格を取得できず、廃

業を余儀なくされる者が少なくとも 94 名存在する。また、これら事業所の利用者は、約 2,400 名以上存在すると

推定され、事業所が廃業となれば、事業所を変更せざるを得ない。このため、これまで関係性を構築してきた介

護支援専門員の変更を迫られることとなり、利用者及びその家族は、在宅生活を支えるための相談相手を失っ

たり、事業所変更に伴いケアプランの新規作成のため再度のアセスメントを受ける必要がある等、多大な不利

益や負担を強いられることが考えられる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

法改正の影響を受ける管理者が、資格要件を満たす期間を確保できることにより、既存事業所の廃業を回避で

きる。また、当該事業所の利用者が契約先の変更を迫られることなく、円滑にサービスを利用し続けられる。 

 

根拠法令等 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、仙台市、須賀川市、埼玉県、千葉県、千葉市、船橋市、袖ケ浦市、八王子市、石川県、長野県、多治見

市、浜松市、大阪市、八尾市、島根県、岡山県、玉野市、山口県、香川県、高松市、愛媛県、松山市、新居浜市 

 



○当市では、令和元年６月 30 日が指定更新期限である居宅介護支援事業所において、介護支援専門員が１

人のみであるため、業務を行いながら研修を受講できる体制をとることができず、令和３年３月 31 日までに主任

介護支援専門員を管理者とすることが難しいため、令和元年６月 30 日をもって事業を廃止する旨の届出があっ

た。また、介護支援専門員が１人のみの事業所は他に１事業所あり（休止中は除く）、廃業せざるをえない状況

になれば利用者に多大なる影響が出ることが懸念される。 

○当市に登録中の居宅サービス事業者の中にも経過措置中の事業所があり、対応に苦慮しているとの話もあ

ることから、経過措置期間を延長し、円滑な移行が出来るように希望する。 

○当市の居宅介護支援事業所は 147 事業所（休止施設を除く）。勤務する居宅介護支援事業所の介護支援専

門員は 457 名で、うち主任介護支援専門員は 85 名。管理者が主任介護支援専門員である事業所は 53 事業

所のみで、介護支援専門員が管理者を務める事業所が半数以上となっている。現に主任介護支援専門員を管

理者として置かない事業所が、事業所を継続するためには主任介護支援専門員研修の受講が必要となり、当

市においては 94 名が主任介護支援専門員研修を受講する必要がある。 

○経過措置期間では従事期間の年数が足りず、研修を受講することができないという問い合わせが多数ある。 

○当市の現時点の居宅介護支援事業所 203 事業所のうち主任介護支援専門員がいない事業所は 120 事業所

あり、そのうち経過措置期間中に５年以上の実務経験を満たせない事業所は 26 事業所、介護支援専門員が１

人のみの事業所のため研修受講の体制をとることが困難な事業所は 56 事業所が推定され、主任介護支援専

門員を確保できず、経過措置期間が経過した場合、事業所を廃止又は休止し、利用者は介護支援専門員を変

更せざるを得ない影響が考えられる。 

○当県でも、現状で把握できる限りでは、およそ４割が主任介護支援専門員ではなく、同様に支障が生じるおそ

れがある。 

○当県で実施した調査では、平成 33 年 3 月末までに主任ケアマネを配置できず、休止・廃止を余儀なくされる

事業所が４カ所あり、その中には町内唯一の居宅事業所も含まれる。 

○当市では、平成 31 年 10 月現在 219 ある居宅介護支援事業所のうち、28 パーセントに当たる約 60 事業所

が一人ケアマネとして事業所を運営している。（主任であることの確認はしていない。） 

主任でない介護支援専門員が、主任の資格を得るために長時間の研修を遠方まで行くことをや日々の業務を

考慮すると、やむを得ず居宅介護支援事業所の廃業により、利用者のサービス提供に支障が出る恐れがある。 

○実務経験５年以上の要件を満たせない方や「一人ケアマネ」体制の事業所については、資格取得のための時

間が確保できないこと等によって、主任介護支援専門員になれず、事業継続が困難になることが見込まれる。こ

れにより、当該事業者だけではなく、利用者の処遇にも影響が生じると考える。 

また、上記が影響して居宅介護支援事業所が減少した場合、今後増加が見込まれる利用者への対応が困難に

なる恐れがある。そのため、経過措置期間の見直しをしたうえで、制度改正時点で、現に居宅介護支援事業所

として存在していた事業所については、特例として、資格取得にあたり簡素化されたカリキュラム等を設ける必

要もあると考える。 

○当市では、平成 31 年４月１日時点の居宅介護支援事業所１７９の内、約７割の事業所が、管理者に主任介護

支援専門員を配置する要件を満たせておらず、主任介護支援専門員の資格を取得するための要件も考慮する

と、残り２年の経過措置期間を経たとしても、当該期間終了後に事業を継続することが困難な事業所が相当数

でてくることが見込まれる。 

○当市が実施した実態調査においても経過措置期間（３年間）内に主任介護支援専門員を管理者におけない事

業所が 10 事業所以上あり支障となっている。経過措置期間の延長と共に主任介護支援専門員研修受講要件

の一定程度の緩和を求める。 

○当県の確認では現時点で全 674 事業所のうち 65 事業所で主任介護支援専門員が確保できない恐れがあ

る。 

○当県の居宅介護支援事業所 1,883 か所のうち管理者が主任介護支援専門員ではない事業所が 997 か所あ

る。当県が調査を行ったところ、経過措置期間（平成 33 年３月 31 日）までに、主任資格を得られず居宅介護支

援事業所の廃業又は休止になってしまう事業所が２０か所程度あることが見込まれる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 161 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

認定こども園施設整備における交付金等の運用改善 

 

提案団体 

大阪府、滋賀県、京都府、京都市、大阪市、堺市、兵庫県、神戸市、和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、文部科学省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

認定こども園施設整備にあたり、厚生労働省部分と文部科学省部分の一本化を図る等の運用の改善 

 

具体的な支障事例 

認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設

の整備内容であるにもかかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、また

申請にあたっても、市町村の行政機関が教育部分と保育部分が分かれている中、別々に申請を行うことで事務

処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さを強いることとなっている。（当該事情は市町村や都道府県の

事務処理においても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の状況等により大幅な

時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交付決定なされているのに他方が未決定という状況とな

り、過去にはなかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかった

事例もあった。このように、事業者にとっては過剰な事務や事業開始に向けての不安定な状況を強いており、こ

のことが事業の展開に支障を生じさせ、ひいては待機児童解消の施策に影響が生じている。 

（申請窓口の一元化等事務手続きの簡素化を求めるもの） 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

補助申請の一元化により、事業者の円滑な申請や交付決定による計画立案が可能なため、スムーズな認定こ

ども園の整備が可能となり、ひいては待機児童の解消につながる。 

 

根拠法令等 

児童福祉法、認定こども園施設整備交付金交付要綱、保育所等整備交付金交付要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、秋田県、福島県、いわき市、須賀川市、新潟県、愛知県、豊橋市、豊田市、三重県、池田市、吹田市、

高槻市、富田林市、和泉市、西宮市、南あわじ市、広島市、徳島市、愛媛県、高知県、佐世保市、大村市、熊本

市、大分県、宮崎県、九州地方知事会 

 

○施設整備にかかる事務手続きや補助金の算定方法が、保育所相当部分と幼稚園相当部分でそれぞれ分か

れていることにより、補助金計算や申請などの事務が煩雑になっている。 

○協議書の提出は厚労省と文科省に分けて提出するが、様式は同じものである。そのため、一方の省から修正

依頼があると、修正後の様式をもう片方の省にも送付する必要があり事務が繁雑になる。窓口を一本化するこ



とにより事務の効率化が期待される。また、間接補助の文科省分補助金についても、厚労省と同様に直接補助

にすることにより、国の内示後の工事契約が可能になるため（現状は県の交付決定後）、円滑な施設整備が期

待できる。 

○施設の整備については、保育所相当部分と幼稚園相当部分に分けて、それぞれ厚労省と文科省に申請する

必要があり、また、協議のスケジュールが違うため事業者と自治体の双方に相当の事務負担が生じている。ま

た、平成 30 年度において幼稚園部分の申請時期が２回しかなかったため、１事業所は保育所部分の補助金だ

けで工事を行った。 

○認定こども園の新増改築に対する補助金の申請手続きについて、一つの施設整備であるにも関わらず、複雑

な按分式で教育部分と保育部分を算出し、かつ申請先が異なり、書類も１つの整備に２種類の申請書や実績報

告書を作成する必要があるため、事業者、市町村、県にとって事務負担が大きい。 

○当市で現在予定している同補助金を活用した施設整備においても、それぞれの省で補助金の要綱要領の内

容が若干異なること等、制度が複雑化することによる事務負担の増加が課題となっている。 

○認定こども園の整備に係る交付金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施

設の整備内容であるにもかかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚労省部分と文科省部分を算出し、ま

た申請にあたっても、市町村の行政機関が教育部分と保育部分が分かれている中、別々に申請を行うことで事

務処理に時間を要することとなり、事業者に煩雑さを強いることとなっている。（当該事情は市町村や都道府県

の事務処理においても当てはまる。）また申請後の交付決定にあたっても各省の予算確保の状況等により大幅

な時期のずれが生じることがあるため、一方の交付金が交付決定なされているのに他方が未決定という状況と

なり、過去にはなかなか事業に着手できず、工事の完了が遅れ、結果的に開園が年度始まりに間に合わなかっ

た事例もあった。このように、事業者にとっては過剰な事務や事業開始に向けての不安定な状況を強いており、

このことが事業の展開に支障を生じさせ、ひいては待機児童解消の施策に影響が生じている。 

○近年、一定の改善がなされているものの、提案団体の主張のとおり、依然として事務が繁雑であるとともに、

平成 29 年度の当市における認定こども園創設事業において、認定こども園施設整備交付金のみが一方的に

予定額の 90％に圧縮されるなど、厚生労働省と文部科学省で統一的な対応がなされておらず、財政的にも不

安感・不信感が生じている。また、疑義が生じた事案について都道府県を通じて質問をしても結局は国の担当者

まで通すことになっており、回答に時間がかかることも事務負担の増になっている。都道府県で早期に回答でき

る仕組みを構築することも必要と考える。 

○幼保連携型認定こども園の施設整備について、厚労省と文科省に所管が分かれていることにより、協議、申

請等の手続きはもとより、問合せ、確認等も両省に行わなければならない。書類作成も両省分で膨大なものとな

り、事業費・補助金額の計算における両省分の按分等も必要で、過大な事務負担となっている。また、厚労省分

は直接補助（概算払い）、文科省分は間接補助（精算払い）と補助金交付の手順も異なっており、予算・決算に

おいても無用な混乱を生んでいる。さらに、両省の内示日に差異があり、片方が遅れたため事業着手が出来

ず、急きょ２か年事業に変更せざるを得なかったという事例も発生している。事業者への損害回避及び自治体の

過度な事務負担解消のため、一刻も早い所管の一元化を強く求める。 

○幼稚園部分（文部科学省）と保育所部分（厚生労働省）で、加算、補助率、かさ上げの有無、対象メニュー等、

異なる部分があるため、対象事業費や交付申請額を算出する際の計算や事業者・市町村の作業などが煩雑と

なっている。内閣府への窓口の一本化にあわせ、幼稚園・保育所・認定こども園の全てで項目を揃えて、面積や

利用者按分で簡易に算出できるような改善が必要である。 

○待機児童が出ている中で、事業者が認定こども園を選択するとき、事務作業が煩雑になることも考えられる。

また、市の担当課も園との調整等複雑になり負担が多くなる。 

○同様の支障及び市民サービスに直結しない非生産的な事務が発生していることから、早急な改善を求める。 

○同一施設の整備であるにも関わらず、厚生労働省と文部科学省の担当者で見解が相違することがあり、その

調整に手間がかかる。平成 30 年度実施事業で、協議申請した工事がどの整備区分に該当するかについて、当

初、両省の担当者で見解が異なったことから、両省との調整に時間を要し、協議を１回遅らせた事例がある。そ

の事業については、協議が遅れたことから工事の着工が後ろ倒しとなり、結果として認定こども園への移行を１

年間遅らせることとなった。 

○認定こども園の整備補助金について、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、一施設の整

備内容であるにもかかわらず、事業者にとっては複雑な按分式で厚生労働省部分と文部科学省部分を算出す

る必要があること。特に、対象外経費の取扱が各省で異なるため、同一工事の同一の見積りから各省の考え方

にそって対象経費/対象外経費を抜きだし各補助金毎に対象経費を算出しなければならない。外構工事費など

は対象外経費についての取扱が明示されていない中で、このような作業を行う必要があるため、事業者と市の

事務を煩雑にしているまた、認定こども園に移行する前の施設種類が保育所か幼稚園かによって、整備に係る

１号認定と２・３号認定の人数に偏りがある園が多く、補助金額を決定する際にも、一方の補助金は助成基準額

で、もう一方の補助金は対象経費で補助金額が決まることも多い。以上のような枠組みは事業者の理解能力の



範疇を超えた複雑なものとなっているため、対事業者とのやりとりについても非常に苦労を強いられている。ま

た申請後の交付決定にあたっても各省からの内示が揃わなければ事業に着手できないが、一方の交付金が交

付決定なされているのに他方が未決定のため年度内の工事着工が不可能となり、２ヵ年事業で実施する予定を

単年度で実施せざるを得なくなり、タイトなスケジュールで工事せざるをえないなどの支障が生じている。 

○厚生労働省と文科省に分けて申請するために認定こども園整備費の事業費を面積按分しているが、竣工時

の建築確認検査等において当初の建築面積が変更になる場合があり、面積按分にも影響が出るケースがあ

る。事業費及び補助額にも影響があるため、変更申請の処理等が必要になり、補助を受ける認定こども園の設

置者及び市において事務処理が煩雑になっている。また、厚労省と文科省それぞれで、内示時期や補助対象外

の考え方も異なるため、市及び事業者にとっても煩雑な事務処理が発生している。 

○当市においても、H29・30 年度に幼稚園を認定こども園に整備する事業を実施したが、提案市と同様、交付金

申請時等において、２か所への協議の手間や煩雑な按分作業等を経験し、事業者と自治体の双方に相当の事

務負担が生じた。また、当市も同様に、文科省分の内示額が圧縮され、対応に苦慮した経験がある。 

○当県でも申請事務が繁雑であること、照会する内容によって窓口が異なっていることで統一的な見解を求めら

れないことなど支障をきたしている。 

○平成 30 年度において、両交付金を活用して整備した施設のうち約半数が認定こども園であるところ、同一の

内容を厚生労働省と文部科学省に協議・申請している施設は当県でも多数ある。さらに、内示（内定）後の交付

申請や支払請求の時期が同一でないことも、自治体等の事務が繁雑にしている。 

○左記の具体的な支障事例と同様に、保育部分と教育部分の所管が異なることで、申請主体である市、事業者

ともに、複数の申請書類の作成や複雑な按分計算等による事務処理の煩雑さが生じている。また、過去には、

保育部分と教育部分の内示に約３か月ほどの差が生じ、工期が危ぶまれる事例も生じたところ。認定こども園と

いう単一の施設であることからも、補助金及び申請窓口の一本化が必要と考える。 

○一施設の整備内容であるにもかかわらず、厚生労働省部分と文部科学省部分に分かれていることで、別々に

申請を行う必要が生じており、また、按分計算については交付金の重複請求を招く懸念もあるなど、事業者、都

道府県、市町村において事務処理が煩瑣となっている。 

○厚生労働省と文部科学省それぞれの補助制度があるため事務執行が負担となっている。 

○当県においても、１施設の整備に２箇所の協議・申請が必要となり、事業者及び自治体とも煩雑は事務処理

が発生している。 

○幼保連携型認定こども園の施設整備において、共有部分である倉庫の按分について、煩雑な事務処理が発

生している。また、時期や時間帯によって使う認定区分が違うため、妥当な判断が難しい。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 162 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

病児保育施設の整備に係る子ども・子育て支援整備交付金の交付対象の拡大 

 

提案団体 

大阪府、京都府、堺市、兵庫県、神戸市、和歌山県、鳥取県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

病児保育施設の整備に係る子ども・子育て支援整備交付金の交付対象を「市町村、社会福祉法人や病院等」に

限定せず、運営費に係る子ども・子育て支援交付金と同様に市町村の裁量の下、「市町村が認めた者」とされた

い。 

 

具体的な支障事例 

病児保育事業については、現在でも保護者ニーズが高く、今後女性就業率の上昇や教育・保育無償化による保

育需要の増大に伴い更にニーズが増すものと思われ、府としては充実させていきたい。しかし、病児保育施設

の整備促進を目的としている「子ども・子育て支援整備交付金交付要綱」において、交付対象が「市町村、社会

福祉法人や病院等」に限定され、NPO などは対象となっていない。実施するにあたり、多大な費用がかかる施

設整備に対する補助が出ないため、意欲はあるものの整備に取り組めないと相談を受けている事例がある。 

なお、病児保育事業の運営への補助を目的とした「子ども・子育て支援交付金」の交付要綱では、交付対象とし

て「市町村が認めた者」を認めていることからも、整備の補助対象が限定的であることは整合性が図られず、事

業の展開に支障が生じている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

現在、女性の社会進出や子育て世帯への応援に積極的な企業が多くある。前述の NPO だけでなくこういった多

様な実施主体の参画が可能となり、病児保育施設が充実することで、子育て世帯へのバックアップが可能とな

り、住民が暮らしやすく働きやすい、また子育てのしやすい社会の実現に貢献することとなる。 

 

根拠法令等 

児童福祉法第６条の３第 13 項、子ども・子育て支援整備交付金交付要綱、子ども・子育て支援交付金交付要

綱、病児保育実施要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、豊田市、南あわじ市、熊本市 

 

○病児保育事業の参入には施設整備が不可欠となっており、交付対象の拡大は一定のニーズのある当事業の

推進に繋がるため、制度改正の必要性を感じている。 

○当市においては病院に併設した３か所の事業所がある。時に定員を超過し利用ができない事例もあるため、

交付対象の拡大は必要と考える。 



○当市では、現在委託施設として社会福祉法人や病院だけでなく、NPO 法人も加わっている。今後例えば病児

保育施設に NPO 法人が新たに加わることもある可能性が有る場合、補助が出ないことで整備に取り組めないと

相談を受けることもあると十分に考えられる。よって、病児保育施設の整備に係る子ども・子育て支援整備交付

金の交付対象を「市町村、社会福祉法人や病院等」に限定せず、運営費に係る子ども・子育て支援交付金と同

様に市町村の裁量の下、「市町村が認めた者」とされる必要があると考える。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 164 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長等 

 

提案団体 

広島県、宮城県、三重県、広島市、愛媛県、中国地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

居宅介護支援事業所における管理者の要件を主任介護支援専門員と定め、当該要件に対する一定の経過措

置期間として平成 33 年３月 31 日までの間と定めているが、経過措置期間を最低でも６年以上（令和６年３月 31

日）とすること。 

 

具体的な支障事例 

管理者である主任介護支援専門員になるための要件の１つに、専任の介護支援専門員としての従事期間が５

年以上の者について、主任介護支援専門員研修（70 時間）を受ける必要があるとされている。 

管理者資格に係る経過措置期間が 3 年程度しかないため、実務経験を満たせないことから管理者になれず、

事業所を廃止又は休止せざるを得ない状況が起きてしまう。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

制度改正以前から居宅介護支援事業所の管理者であった者が、制度の改正により努力のいかんによらず管理

者の職務を継続することができなくなる事態を避けることができる。 

 

根拠法令等 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

仙台市、須賀川市、千葉県、千葉市、袖ケ浦市、八王子市、十日町市、石川県、長野県、浜松市、京都府、大阪

府、大阪市、八尾市、兵庫県、神戸市、島根県、岡山県、玉野市、徳島県、香川県、高松市、松山市、新居浜

市、熊本県 

 

○当市では、令和元年６月 30 日が指定更新期限である居宅介護支援事業所において、介護支援専門員が１

人のみであるため、業務を行いながら研修を受講できる体制をとることができず、令和３年３月 31 日までに主任

介護支援専門員を管理者とすることが難しいため、令和元年６月 30 日をもって事業を廃止する旨の届出があっ

た。また、介護支援専門員が１人のみの事業所は他に１事業所あり（休止中は除く）、廃業せざるをえない状況

になれば利用者に多大なる影響が出ることが懸念される。 

○定量的な調査は行っていないが、高齢化が進行している過疎地域において、現在の介護支援員は従事期間

不足で主任になり得ず、新たに主任介護支援専門員を雇用することも困難であるという事例あり。 

○当市に登録中の居宅サービス事業者の中にも経過措置中の事業所があり、対応に苦慮しているとの話もあ



ることから、経過措置期間を延長し、円滑な移行が出来るように希望する。 

○当市の居宅介護支援事業所は 147 事業所（休止施設を除く）。勤務する居宅介護支援事業所の介護支援専

門員は 457 名で、うち主任介護支援専門員は 85 名。管理者が主任介護支援専門員である事業所は 53 事業

所のみで、介護支援専門員が管理者を務める事業所が半数以上となっている。現に主任介護支援専門員を管

理者として置かない事業所が、事業所を継続するためには主任介護支援専門員研修の受講が必要となり、当

市においては 94 名が主任介護支援専門員研修を受講する必要がある。 

○平成 30 年４月の介護保険制度改正に基づき、平成 30 年４月１日から居宅介護支援事業所における管理者

の要件が「介護支援専門員」から「主任介護支援専門員」に変更されたが、経過措置期間では従事期間の年数

が足りず、研修を受講することができないという問い合わせが多数ある。 

○当市の現時点の居宅介護支援事業所 203 事業所のうち主任介護支援専門員がいない事業所は 120 事業所

あり、そのうち経過措置期間中に５年以上の実務経験を満たせない事業所は 26 事業所、介護支援専門員が１

人のみの事業所のため研修受講の体制をとることが困難な事業所は 56 事業所が推定され、主任介護支援専

門員を確保できず、経過措置期間が経過した場合、事業所を廃止又は休止し、利用者は介護支援専門員を変

更せざるを得ない影響が考えられる。 

○当県でも、現状で把握できる限りでは、およそ４割が主任介護支援専門員ではなく、同様に支障が生じるおそ

れがある。 

○当県で実施した調査では、平成 33 年３月末までに主任ケアマネを配置できず、休止・廃止を余儀なくされる

事業所が４カ所あり、その中には町内唯一の居宅事業所も含まれる。 

○県下の全居宅介護支援事業所中、介護支援専門員１名体制の事業所が約３割を占めており、経過措置期間

の令和３年３月３１日までに、居宅介護支援事業所の管理者要件である主任介護支援専門員の資格を取得す

ることができず、廃業を余儀なくされ、結果として利用者が不利益を被ることが懸念される。 

○当市では、平成 31 年 10 月現在 219 ある居宅介護支援事業所のうち、28 パーセントに当たる約 60 事業所

が一人ケアマネとして事業所を運営している。（主任であることの確認はしていない。） 

主任でない介護支援専門員が、主任の資格を得るために長時間の研修を遠方まで行くことや日々の業務を考

慮すると、やむを得ず居宅介護支援事業所の廃業により、利用者のサービス提供に支障が出る恐れがある。 

○当県では、県及び県介護支援専門員協会に対し、現任の指定居宅介護支援事業所管理者から、経過措置期

間内に主任介護支援専門員研修の受講要件である「専任の介護支援専門員として従事した期間が５年以上」を

満たすことができない旨の相談が複数寄せられている。 

○経過措置期間の見直しをしたうえで、制度改正時点で、現に居宅介護支援事業所として存在していた事業所

については、特例として、資格取得にあたり簡素化されたカリキュラム等を設ける必要もあると考える。 

○当市が実施した実態調査においても経過措置期間（３年間）内に主任介護支援専門員を管理者におけない事

業所が 10 事業所以上あり支障となっている。 

○当都道府県においても、制度改正以前より居宅介護支援事業所の管理者であるにも関わらず、３年間の経過

措置期間中に主任介護支援専門員研修の受講要件を満たせないため主任介護支援専門員の資格を取得でき

ず、廃業を余儀なくされる者が少なくとも 94 名存在しており、当都道府県からも、同事案について提案をしてい

る。 

○過疎、高齢化が進展し、かつ特別豪雪地帯に指定されている当市では、介護事業所の新規参入が少なく、介

護基盤等の社会資源が限られている現状がある。市内居宅介護支援事業所においても、主任介護専門員資格

を有していない事業所が存在しており、サービス利用者のサービス利用に支障が生じる恐れがあることから、経

過措置期間の延長を要望する。また、居宅介護支援事業所の管理者の職にある者の職務実績を考慮した上

で、制度改正の要件緩和が図られることで、事業所の廃止、又は休止を回避することが可能となる。 

○当県の確認では現時点で全 674 事業所のうち 65 事業所で主任介護支援専門員が確保できない恐れがあ

る。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 165 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 雇用・労働 

 

提案事項（事項名） 

ひとり親家庭等の支援事業に関する自治体への調査権限の付与 

 

提案団体 

多治見市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

母子家庭自立支援給付金等事務において、ひとり親家庭であるかについて、自治体へ調査権限を付与するこ

と。 

 

具体的な支障事例 

現状、ひとり親家庭等への支援事業（母子家庭自立支援教育訓練給付金、母子家庭高等職業訓練促進給付金

及び母子家庭高等職業訓練修了支援給付金）については、申請者がひとり親家庭であるか否かは職権で調査

等を行うことができず、申請者が提出す住民票、戸籍、所得証明等により判断している。 

しかし、昨今の婚姻関係の多様化により、申請者から提出される書類だけでは、判断ができない場合があり、関

係者への質問及び関係機関への資料提供要求等を可能とし、職権により調査できるようにする必要がある。 

具体的には、離婚等により母子或いは父子家庭となった場合、離婚時期によっては申請者から提出された戸籍

だけでは確認できず、提出された戸籍よりも遡る戸籍の確認が必要となることがあるが、本人経由の取得では

手間と時間を要するため、知識のある職員が職権で調査を行う方が迅速に確認を行うことが可能となる。また、

添付書類が離婚前時期に係るものである場合、本人に取得が困難なものもある。更に未申告による所得証明

が取得できない場合の事実確認は、現状では職員による調査の権限がないため、確認することができない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

母子家庭自立支援教育訓練給付金等について、適切な運用が可能となり、事務改善に繋がる。 

 

根拠法令等 

母子及び父子並びに寡婦福祉法、同法施行令、同法施行規則、自立支援教育訓練給付金事業実施要綱、高

等職業訓練促進給付金等事業実施要綱 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

八戸市、荒川区、川崎市、福井市 

 

○申請者から提出される書類だけでは、判断ができない場合があり婚姻関係の確認に苦慮しており、申請者に

負担をかけてしまうこともある。自治体に調査権限を持たせることにより、事務改善につながると考える。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 166 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 雇用・労働 

 

提案事項（事項名） 

特定求職者雇用開発助成金に関する市区町村の証明に係る事務の見直し 

 

提案団体 

多治見市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

特定求職者雇用開発助成金に係る母子家庭の母等であることの証明について、市区町村等の証明書を廃止す

る。または、証明が必要である場合、市区町村に当該証明に関する調査（戸籍の公用請求等を含む）権限を付

与する。 

 

具体的な支障事例 

本市では、当該助成金に係る証明書の発行を求められることがあり、母子及び寡婦証明書の作成にあたって法

第６条第１項の該当及び児童扶養があるか否かを判断するため、申請者等に住民票、戸籍等の取得・提出を求

めている。 

そのため、申請者（労働者）に負担を強いることとなるが、本助成制度は事業者への助成であり、申請者にとっ

てはメリットがなく負担のみである。 

また、証明申請があった日から遡って、雇入れ日において児童の扶養があったか否かの証明は、市町村でも判

断することが難しい。提出書類でも判断できない場合は、申請者から直接聞き取った内容などを考慮して、証明

書を発行しているのが現状であり、市区町村だから判断できるものではない。確認方法としては被扶養者の社

会保険証の確認により可能になると考えるが、本人への聞き取り、保険証による確認のいずれの場合も労働局

窓口で可能である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

市区町村の証明を不要とした場合、申請者にとっては、管轄の労働局においてワンストップの対応が可能とな

り、利便性の向上に資する。 

市区町村へ調査権限が付与された場合、提出書類だけでは判断が難しい場合でも戸籍の遡りの確認及び所得

調査等による確認が可能となり、特定求職者雇用開発助成金の適切な運用が可能となるとともに、申請者に対

して不要な負担を軽減できる。 

 

根拠法令等 

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法、雇用保険法第 62 条、雇用保険法施行

規則第 109 条、第 110 条、第 143 条の２、雇用関係助成金の手続き（A 雇用給付金編）、特定求職者雇用開発

助成金 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 169 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

「民泊制度運営システム」により行われる、住宅宿泊事業者が掲げる標識発行に係る手続の簡素化 

 

提案団体 

栃木県、群馬県、新潟県 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

住宅宿泊事業者が掲げる標識について、知事が届出を受理した際には、標識発行に最低限必要な内容のみを

「民泊制度運営システム」に入力すれば、同システムへの添付書類の登録を待たずに、標識が発行可能となる

よう見直しを求める。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

住宅宿泊事業者は、事業を開始しようとする日の前日までに都道府県知事に届出を行い、事業開始時には届

出住宅ごとに標識を掲げなければならない。 

【支障事例】 

現在、事業者から届出があった添付書類を含めた全ての書類を「民泊制度運営システム」に登録しなければ、

同システムから標識記載事項（届出番号）を取得できず、標識を発行できない仕組みとなっている。 

添付書類は紙媒体で提出がある場合も多く、その都度、紙媒体の書類をＰＤＦ化し、システムに登録する事務が

生じているが、事業開始日の直前に届出があった場合や、同一の事業者から大量の届出があった場合など、こ

れらの作業による担当する職員への負担も大きく、状況によっては標識の発行が営業開始予定日に間に合わ

ないおそれもある。 

届出については、書類の内容が適正であるかを知事が確認すれば有効に受理することが可能であることから、

書類をシステムに登録することは、事業が開始された後に行われても法律上問題がないはずである。また、申

請書類は一般に公表されておらず、利用者（客）がそれら書類を確認することができないことから、利用者の利

便性を損なうこともない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

知事が受理した時点で、住宅宿泊事業届出書などに記載された標識を発行するために必要な最小限の情報を

入力すれば届出番号の取得が可能となり、標識を交付できるようになれば、事業者の利便性が向上する。 

また、書類の登録等を事後に行うことができれば、職員も業務量を平均化することができ、負担が軽減される。 

 

根拠法令等 

住宅宿泊事業法第３条、第 13 条 

住宅宿泊事業法施行規則第４条、第 11 条 

住宅宿泊事業法施行要領（ガイドライン）２－１－（１）－③、２－２－（８）－② 

 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市、大阪府、高知県、宮崎県 

 

○現状は、提出書類の PDF をシステムにアップしなければ、届出番号が発行できないことから、届出件数の多

い自治体には大変な負担になっていると推察される。 

○当都道府県においては、標識は届出番号通知後、事業者自身に発行させる運用としているが、貴県のとお

り、システムの変更の必要性があると考える。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 173 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

後期高齢者医療保険料の特別徴収対象年金の優先順位の見直し 

 

提案団体 

神戸市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

後期高齢者医療保険料の特別徴収にかかる特別徴収対象年金の優先順位を支給額順に変更すること 

 

具体的な支障事例 

後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別徴

収ができない。そのため、優先順位が上位の年金で条件を満たさない場合は、下位の年金でこの条件を満たす

場合でも特別徴収ができない。 

例）老齢基礎年金（上位）：５万円、老齢厚生年金（下位）：９万円を受給しており、後期高齢者医療保険料と介護

保険料の合計額が４万円となる場合、特別徴収は不可となる。（→優先順位が支給額順になれば、老齢厚生年

金が優先され、要件を満たし、特別徴収が可能となる。） 

被保険者としては十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収されないことから、納付書または口座振替で

納めることへの苦情も多い。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被保険者の収納方法を特別徴収にすることがで

きる。このことにより被保険者にとって利便性の向上につながり、分かりやすい徴収方法となる。また、特別徴収

になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与する。 

 

根拠法令等 

高齢者の医療の確保に関する法律第 107 条、第 110 条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第 24 条、

介護保険法施行令第 42 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、千歳市、宮城県、石巻市、白河市、須賀川市、ひたちなか市、所沢市、千葉市、川崎市、海老名市、新

潟市、大垣市、高山市、浜松市、愛知県、名古屋市、豊橋市、豊川市、知多市、京都府、京都市、池田市、芦屋

市、鳥取県、高松市、八幡浜市、田川市、柳川市、五島市、熊本市、中津市、宮崎市 

 

○当市においても、先日、年金受給年額 3,154,000 円の被保険者から保険料の特別徴収が停止となったことへ

の苦情が寄せられた。この被保険者は厚生年金（年額 573,000 円）と私学振興共済年金（年額 2,581,000 円）を

受給中であるが、特別徴収の対象となる年金は、制度順の優先順位により金額の少ない厚生年金となってお

り、結果として介護保険料と合算した額が年金支給額（１/６期分）の１/２を上回ったことにより特別徴収が停止



になったことが原因であった。被保険者は、特別徴収の対象年金に優先順位があることや自動的に普通徴収に

変更されることを理解していない場合が多いため、納付書を送付しても普通徴収分を滞納する事例が多い。特

別徴収は、後期高齢者医療制度開始当初から保険料の納付忘れに対処するために設定された納付方法であ

るが、このように特別徴収が停止になることが頻発することは、被保険者にとって不便であり、未納防止策として

は全く逆効果となっている。これを解決するためには、特別徴収の対象年金の優先順位を廃止するか又は制度

順から支給額順に改めることが必要である。 

○被保険者の中には、十分な年金が支給されているにもかかわらず、特別徴収できない事例が見受けられる。

特別徴収できない場合、納付書払いか口座振替となるが、新たに口座振替の手続きが必要であったり、口座振

替であっても残高不足で未納となるケースも多い。制度改正により、特別徴収できる対象が広がることで、被保

険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。 

○被保険者としては十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収されないことから、納付書または口座振替

で納めることへの苦情がある。 

○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。法改正され、優先順位が

支給額順になれば、特別徴収が可能な対象者が増加し、保険料収納率の上昇も期待出来る。 

○十分な年金があるにもかかわらず、特別徴収されない場合がある。また、そのことに対する苦情がある。 

○これまで特別徴収であった被保険者が１/２判定により、ある年から急に普通徴収（納付書払いであることが

多い）に納付方法が変わってしまい、納付漏れが発生する原因となる。また、納付が遅れると督促手数料が加

算された督促状が被保険者に対し送付され、トラブルにもなる。保険料の納付方法が特別徴収の対象とならな

い被保険者の中には、特別徴収を希望される方も多いため、複数年金を受給している被保険者の特別徴収を

する年金の優先順位は、年金保険者による優先ではなく、受給年金額による優先とし、納付方法の選択肢を狭

めないよう希望する。 

○後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１以上の場合、特別

徴収ができない。そのため、優先順位が上位の年金で条件を満たさない場合は、下位の年金でこの条件を満た

す場合でも特別徴収ができない。十分な年金があるのにもかかわらず、特別徴収されないことから、被保険者

への説明については、受給している年金の種類やその受給額の資料が必要となり、問合せには対応が困難な

状況がある。 

○当市においても、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる年金額の２分の１

以上の場合、特別徴収ができないため苦情もある。優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多く

の被保険者の収納方法を特別徴収にすることができ、収納率の向上にも寄与すると考える。 

○当市においても、特別徴収の対象となる年金が制度順による一つの年金に限られるということについては被

保険者からの理解を得難く、複数の年金を受給する者で特別徴収の対象から外れてしまった被保険者からの苦

情も多い。特別徴収の対象者を拡大することは、被保険者の利便性の向上に加え、市区町村の収納率向上に

も資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。 

○老齢基礎年金と老齢厚生年金は、合算した金額が同時に支給されるにもかかわらず、老齢基礎年金が少なく

老齢厚生年金が多い被保険者は、特別徴収ができないケースもあり、被保険者にとってわかりにくい制度となっ

ている。優先順位を制度順から支給額順に変更することで、特別徴収が可能となる被保険者が増加し、被保険

者の利便性の向上につながり、収納率の向上にも寄与すると考えられる。 

○当県においても、「複数の年金を受給しており、年額には余裕があるのに、特定の年金の支給額にだけ注目

し、普通徴収となった。納付に手間がかかるので、特別徴収となるようにして欲しい」との意見が被保険者から寄

せられており、同様の意見は市町村窓口にも複数寄せられている。被保険者の納付の手間を削減するととも

に、保険料徴収率の向上を図ることができることから必要な改正だと考えられる。 

○十分な額の年金を受給しているにも関わらず、制度ごとの優先順位によって特別徴収されなくなることは被保

険者にとって理解しづらく、納付書等で納めることに対する苦情対応は長引く場合も多い。 

○普通徴収では、納付回数の多さや口座登録手続き等の被保険者負担が大きく、ひいては未納の発生につな

がる。 

○年金収入が十分にある方が年金不足により特別徴収できないということは理解を得ることが難しく、また納付

場所まで出向くのが困難な場合が多い高齢者の方にとって、特別徴収は重要であることから、現行制度は被保

険者の理解が得られないところである。 

○提案市と同様に、十分な年金支給のある被保険者が特別徴収とならないことの理解を得ることが困難であ

る。また、納付書・口座振替申請のいずれであっても被保険者の負担となり、市としても苦情対応の負担増や収

納率の低下にもつながる。優先順位基準の変更や、年金支給額の合計で判定するなど、より多くの被保険者が

特別徴収の対象となるよう、より広い基準を検討していただきたい。 

○当市においても下位年金受給額が十分であっても特別徴収できず、保険料の算定通知や督促状等を発送し

た際に、特別徴収できないことへの不便さについて苦情をいただいている。特別徴収対象年金の優先順位を支



給額順に変更することで、被保険者の利便性、納め忘れ防止による収納率の向上が期待される。 

○被保険者として十分な年金があるのにもかかわらず特別徴収されないことについては、被保険者にとって非

常に分かりづらく、また、理解が得られにくいため苦情も多い。 

優先順位を制度順から支給額順に変更することで、より多くの被保険者の徴収方法を特別徴収にすることがで

きる。これにより被保険者にとって分かりやすい徴収方法となるとともに利便性の向上も見込まれる。また、特別

徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与する。 

○優先順位が下位の年金において、十分な額の支給を受けている被保険者より、特別徴収を実施していない理

由を問われた際、まず、実際に支給を受けている年金の種類や金額を確認しようとするものの、要領を得ない回

答のため、その後の説明に窮してしまうほか、口座振替の登録や納付書による納付の案内に対しては、強い不

満を漏らされることがあるもの。 

○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとって

も、また説明する職員にとっても負担感は非常に大きい。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 174 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

後期高齢者医療保険料の特別徴収開始時期に関する見直し 

 

提案団体 

神戸市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

後期高齢者医療保険料の特別徴収にかかる特別徴収の開始時期について、早期に特別徴収を行なうことがで

きるようにすること 

 

具体的な支障事例 

毎年５月に年金保険者から特別徴収候補者データを受け取り、７月に国民健康保険団体連合会を通じて年金

保険者へ特別徴収の４期（10 月支給の年金）に該当するか否かの連絡を行っており、該当しないとした場合は

翌年の同タイミングの連絡まで特別徴収の開始依頼を行えない。（例：生保廃止、障害認定、口座振替選択の

停止等） 

被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納める

ことへの苦情も多い。また、普通徴収になっていることに気づかずに保険料を滞納している被保険者も多くなっ

ている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

より多くの被保険者の納付方法が特別徴収となり、被保険者にとって分かりやすい徴収方法となる。また、年齢

到達により被保険者となった場合に普通徴収を挟まずに特別徴収とすることができる。さらに、特別徴収になる

ことにより納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与する。 

 

根拠法令等 

高齢者の医療の確保に関する法律第 107 条、第 110 条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第 21 条、

介護保険法第 134～140 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、宮城県、石巻市、白河市、須賀川市、ひたちなか市、所沢市、千葉市、船橋市、川崎市、海老名市、新

潟市、福井市、高山市、浜松市、三島市、名古屋市、豊橋市、知多市、京都府、京都市、池田市、芦屋市、鳥取

県、山口市、高松市、八幡浜市、田川市、五島市、熊本市、中津市、宮崎市 

 

○普通徴収の期間が長くなるほど、未納になるリスクが大きくなるため、制度改正により、早期に特別徴収でき

ることで、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。 

○長い場合１年以上待っていただく方もおり、特別徴収への切替えのタイミングが年１回しかないことについて

理解していただくことは困難であり、苦情も受ける。 



○被保険者にとって特別徴収は利便性が高いことから、可能な限り特別徴収による納付ができるよう手立てを

講じるべきである。 

○特徴再開の人は再開時期が 10 月のため再開希望の申請時期によっては１年以上のタイムラグが生じる場

合がある。特徴開始時期の見直しがされれば、納付書や口座引き落としで納める被保険者が減り、納め忘れ等

が減少するため収納率の向上につながる。 

○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。特別徴収の開始時期につ

いて、10 月と４月の２回であるが、早期に特別徴収を行なうことができるようになれば、特別徴収が可能な対象

者が増加し、普通徴収による納め忘れ等を防ぐことができ、保険料収納率の上昇も期待できる。 

○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情があ

る。 

○当市においても、特別徴収を希望しているにも関わらず、タイミングで普通徴収になることから、納付書または

口座振替で納めることへの苦情もある。早期に特別徴収を行うことにより、被保険者に分かりやすい徴収方法と

なるとともに納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与すると考える。 

○当市においても、被保険者が普通徴収から特別徴収への徴収方法の切り替えを希望している場合や、被保

険者の希望で口座振替を選択しているが納付が滞り特別徴収への切り替えを行いたい場合に、次の 10 月まで

特別徴収開始を待たねばならないことについて対応に苦慮することがあり、特に前者については被保険者から

の理解を得難く苦情も多い。特別徴収の開始時期を見直すことは、被保険者の利便性の向上に加え、市区町村

の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。 

○普通徴収から特別徴収に切り替わる時期が限られ、場合によっては切替が一年以上先になることから、特別

徴収を希望する者への説明に苦慮している。 

普通徴収期間が長くなると、未納が発生しやすくなる。 

○特別徴収の早期開始については被保険者の方からの希望や問い合わせが非常に多く、また説明しても理解

が得られにくい案件である。 

○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になってしまう。また、普通徴収になっているこ

とに気づかずに保険料を滞納してしまっている。 

○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納め

ることへの苦情も多い。また、普通徴収になっていることに気づかずに保険料を滞納している被保険者も多くな

っている。 

○現行の特別徴収開始判定のタイミングでは、必ず普通徴収になる期間が発生する。被保険者が特別徴収を

希望していても、納付書または口座振替で納付しなければならないことについては苦情も多い。また、制度への

理解不足から普通徴収になっていることに気づかず保険料滞納につながることも多い。 

特別徴収の開始時期を見直し、より多くの被保険者を特別徴収の対象とすることで、被保険者にとって分かりや

すい徴収方法となり、収納率の向上が期待できる。 

○当市においても、以前から同様の支障事例が生じているところ。４期（年金支給月：10 月）以外の時期からも

早期に特別徴収を開始することが可能となれば、被保険者における利便性や収納率の向上につながることが期

待されるもの。 

○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとって

も、また説明する職員にとっても負担感は非常に大きい。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 175 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

後期高齢者医療保険料の特別徴収の金額変更に関する見直し 

 

提案団体 

神戸市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

後期高齢者医療保険料の特別徴収にかかる本徴収のタイミングにおいても金額変更をできるようにすること 

 

具体的な支障事例 

毎年５月に年金保険者から特別徴収候補者データを受け取り、７月に国民健康保険団体連合会を通じて年金

保険者へ特別徴収額通知している。この場合、翌年度まで金額の変更ができないため、当年度内に保険料額に

変更があった場合には、両徴収への切替え（特別徴収と普通徴収）、または全額を普通徴収に切り替えることし

かできない。 

被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納める

ことへの苦情も多い。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

より多くの被保険者の納付方法を特別徴収のままとすることができ、被保険者にとって分かりやすい徴収方法と

なる。さらに、特別徴収になることにより納め漏れを防ぎ、収納率の向上にも寄与する。 

 

根拠法令等 

高齢者の医療の確保に関する法律第 107 条、第 110 条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第 21 条、

介護保険法第 134～140 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

札幌市、宮城県、石巻市、白河市、須賀川市、ひたちなか市、所沢市、船橋市、川崎市、新潟市、高山市、浜松

市、三島市、名古屋市、豊橋市、豊川市、知多市、京都府、京都市、池田市、芦屋市、鳥取県、山口市、高松

市、八幡浜市、田川市、五島市、熊本市、中津市、宮崎市 

 

○所得変更等により、保険料が変更となった場合、特別徴収ではなく、普通徴収となるため、被保険者の手間が

増えることが多い。制度改正により、被保険者の利便性が向上するとともに、収納率の向上が期待できる。 

○左記具体的な事例と同様、保険料額に変更があった場合でも、そのまま特別徴収のみ金額を変更して継続し

てほしいというご意見をいただくことがある。普通徴収になることを理解していただくことは困難である。 

○８月に保険料の決定通知を送付後、所得の変更等により、保険料額が増額変更されると、特別徴収の金額は

現状変更できないため、増額分はすべて普通徴収となる。被保険者は年金天引きで納めていると納付している

という感覚をあまり持っておらず、納付書が来ても納付せずに滞納となる場合が多い。また、年金天引きで払っ



ているのに納付書で取られるのはおかしい。という苦情にもつながる。特別徴収の金額変更に関する見直しが

行われれば、保険料の滞納につながる可能性を減らすことができ、収納率の向上にも寄与する。 

○当市においても、被保険者に対する説明や収納対策に苦慮しているところである。当年度内に保険料額に変

更があった場合には、両徴収への切替え（特別徴収と普通徴収）、または全額を普通徴収に切り替えることしか

出来ない。特別徴収を行なうことができるようになれば、特別徴収が可能な対象者が増加し、普通徴収による納

め忘れ等を防ぐことができ、保険料収納率の上昇も期待できる。 

○普通徴収になっていることに気づかず、保険料を滞納している場合がある。また、そのことに対する苦情があ

る。 

○当市においても、年度途中で保険料額に変更があった場合に被保険者の希望とは関係なく自動的に特別徴

収から普通徴収に切り替わるために、被保険者からの苦情が多い。納付方法が変更されることについては被保

険者にあてて都度通知してはいるが、気づかれないことも多く、滞納が発生するケースもある。仮徴収の時期だ

けでなく本徴収の時期においても特別徴収の金額変更を可能にすることは、被保険者の利便性の向上に加え、

市区町村の収納率向上にも資するものであり、ひいては安定した制度の運営につながるものと考える。 

○特別徴収する保険料額は、７月に額が確定し、以降年間の保険料額が減額になると、特別徴収する保険料

額は変更できず、普通徴収に変更して、保険料額を変更することになってしまう。年間の保険料額が減額になっ

ても、特別徴収する保険料を変更して特別徴収を継続することができれば、被保険者にとってわかりやすい徴収

方法となり、普通徴収時の納め漏れが減り、収納率の向上にも寄与する。 

○特別徴収されている被保険者の当該年度の保険料が変更になった場合、差額又は全額を普通徴収による納

付に切り替えることしかできない。被保険者からの問い合わせ対応や納め忘れに伴う滞納整理事務が負担とな

っている。 

○特別徴収のまま金額変更できないため、特別徴収希望者への説明に苦慮している。 

普通徴収への切替により、未納が発生しやすくなる。 

○保険料が増額になると市町村は全額普通徴収か特別徴収との併徴か選択することになる。本県では特別徴

収を継続するため併徴を選択することが多いが、被保険者にとって、併徴されるという徴収方法は分かりにくく、

なぜ年金から引かれつつ納付書で払いに行かないといけないかという疑問を抱かれたり、二重に払っているの

ではないかという不安を生む元になっている。また特徴されたいるため、被保険者は未納との認識が無く、普通

徴収分が未納につながりやすい。 

○被保険者は特別徴収を希望しているにも関わらず、普通徴収になることから、納付書または口座振替で納め

ることへの苦情も多い。 

○年度内に保険料額に変更があっても翌年度まで特別徴収金額の変更ができないことにより、普通徴収での納

付期間が長くなることは、被保険者にとって利便性が悪く、未納保険料の発生にもつながりやすい。 

特別徴収における金額変更のタイミングを見直し、より多くの被保険者の徴収方法を特別徴収として継続するこ

とは、被保険者にとって利便性が向上するとともに分かりやすい徴収方法となることから、保険料滞納を防止し

収納率の向上に寄与する。 

○特に顕著な事例としては、平成 28 年熊本地震に被災した被保険者に対する保険料減免が挙げられるもの。

減免の適用により保険料額が変更となる中、特別徴収の金額変更ができなかったこと等により、普通徴収へと

移行した被保険者の数は１万人程度にまでのぼり、納付通知書の発送後には問合せ数が大幅に増加したほ

か、普通徴収に移行の被保険者に対して送付した口座振替勧奨通知書や納付通知書、督促状等への反応が

見られず、結果として保険料に未納が生じた被保険者においては、平成 30 年度及び平成 31 年度における被

保険者証の更新時、短期証へと切り替わってしまった状況。なお、当該被保険者において特別徴収を再開する

ことができたのは平成 30 年度４期（年金支給年月：平成 30 年 10 月）より。 

○国民健康保険よりも、納付方法の選択、手続き方法が複雑になっており、それを利用する被保険者にとって

も、また説明する職員にとっても負担感は非常に大きい。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 176 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

児童扶養手当に係る２分の１の支給を停止する減額措置の見直し 

 

提案団体 

横浜市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

児童扶養手当法第 13 条の３に基づく、「支給開始から５年」又は「支給要件に該当してから７年」を経過した受

給者に対する手当の２分の１の支給を停止する減額措置に係る事務手続きの見直し 

 

具体的な支障事例 

本市では、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態（※）があり、受給者にとって毎年申請

書類を用意し、手続きを行うことが負担となっている。 

減額措置は、「離婚後等の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する」という趣旨から設けられたものである

が、受給の継続を必要とする状況にある方には、その本来の趣旨の浸透が進みにくい実情があり、手続きが形

骸化している。 

また、地方自治体にとっては、手続きが確実に行われるように、個別に案内する事務負担が大きくなっている。

本市では、減額措置の対象者を選別した上で、来庁時に持参していただく適用除外申請書類の案内文を郵送し

ているが、不足書類の催促を行うことが多い。特に、就労以外の事由で適用除外を受ける場合には、障害や疾

病などの状況を来庁時に聞き取り、その方の状況に応じた除外事由や必要書類等を精査した上で、追加の手

続きを個々に促している。 

さらに、受給者にとっても、追加の手続のために複数回来庁しなければならない場合もあり、負担となっている。 

※横浜市では、97％（５年満了対象 9,209 人、うち適用除外 8,949 人）（平成 30 年７月末時点） 

※全国では、99.7％（全受給者約 101 万人、うち適用除外 100 万７千人）（平成 29 年３月末時点） 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

受給者の利便性の向上、地方自治体の負担軽減が図られるだけでなく、近年の社会経済情勢の変化を踏まえ

た、より実効性のあるひとり親家庭への支援にもつながる。 

 

根拠法令等 

児童扶養手当法第 13 条の３、児童扶養手当法施行令第８条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、八戸市、盛岡市、宮城県、仙台市、いわき市、須賀川市、千葉市、船橋市、荒川区、八王子市、川崎

市、海老名市、石川県、金沢市、福井市、浜松市、富士市、愛知県、刈谷市、豊田市、京都市、大阪府、八尾

市、寝屋川市、南あわじ市、出雲市、倉敷市、府中町、徳島市、八幡浜市、久留米市、宮崎市 

 



○当市でも、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態（※）があり、受給者にとって毎年申請

書類を用意し、手続きを行うことが負担となっている。「自立を促進する」という趣旨から設けられた減額措置で

あるが、例年就業している方にとっては負担が増えるのみの手続きであり、例年無職の方や勤労意欲がないと

見受けられる方にとっては「満額支給されるためにハローワークに２回(平成 29 年度までは１回)通う時期」とい

った、本来の趣旨とはかけ離れた手続きと化している現状である。また、対象の就業形態に関わらず多数の添

付様式を送付することや、勧奨通知の発送等、自治体としての事務負担も大きくなっている。 

※適用除外対象者：99.7％（５年満了対象 341 人、うち適用除外 340 人）（令和元年５月末時点） 

○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態があり、受給者にとって毎年申

請書類を用意し、手続きを行うことが負担となっている。減額措置は、「離婚後等の激変を一定期間内で緩和

し、自立を促進する」という趣旨から設けられたものであるが、受給の継続を必要とする状況にある方には、その

本来の趣旨の浸透が進みにくい実情があり、手続きが形骸化している。また、地方自治体にとっては、手続きが

確実に行われるように、個別に案内する事務負担が大きくなっている。当市では、減額措置の対象者を選別した

上で、来庁時に持参していただく適用除外申請書類の案内文を郵送しているが、不足書類の催促を行うことが

多い。特に、就労以外の事由で適用除外を受ける場合には、障害や疾病などの状況を来庁時に聞き取り、その

方の状況に応じた除外事由や必要書類等を精査した上で、追加の手続きを個々に促している。さらに、受給者

にとっても、追加の手続のために複数回来庁しなければならない場合もあり、負担となっている。 

○当市でも、一部支給停止適用除外により減額措置を受ける受給者がほとんどであるが、一旦適用除外措置を

受けると毎年同様の手続を行ってもらうことに対して、受給者から関係書類の準備が負担であるとか、昨年と変

化がないのに提出する必要があるのかといった、制度の浸透性の低さや手続の形骸化の指摘を受けることが

ある。この現行事務の見直しを図ることで、受給者及び自治体の事務・経費といった負担の軽減が見込まれる。 

○当市でも、大半の受給者（５年満了対象 784 人、うち適用除外 738 人、94.1％）が減額措置の適用除外を受

ける。５年満了後は毎年申請書類を提出することとなり、受給者に多大な負担となっている。提出書類に不備が

あることも少なくなく、何度も足を運んでもらうこともあり、人によっては提出のために仕事を休まなければならな

い受給者もいる。また、対象者の抽出、提出依頼の送付、提出書類の受付、審査、不備依頼、未提出者の督促

など、市の業務も多岐にわたり、職員の負担も大きい。 

○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態であり、受給者にとって毎年申

請手続を行うことが負担となっている。また、地方自治体にとっても、受給者への案内等事務負担が大きくなって

いる。当市では、97％（５年満了対象 2,348 人、うち適用除外 2,281 人）（平成 30 年７月末時点） 

○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態がある。適用除外提出率：

99.7％（５年満了対象者数：1,041 人、うち適用除外提出者数：1,038 人（平成 30 年７月末時点） 

○提案市と同様に支障があり、受給者への負担ならびに市の職員にとっても多大な負担となっている。本来の

趣旨が形骸化しており、各方面からも要望があがっている案件でもあるため、制度の廃止に向け、検討をして欲

しい。（当市実績 平成 30 年７月時点 適用除外者 99.9％（５年満了対象者 1,621 人、うち適用除外者１人）） 

○当市においても、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態があり、受給者にとって毎年申

請書類を用意し、手続きを行うことが負担となっている。減額措置の本来の目的である「離婚後等の激変を一定

期間内で緩和し、自立を促進する」という趣旨については、受給者の方へ理解していただくよう努めているが、実

態としては、適用除外に必要となる添付書類を用意してもらうためだけの事務となってきており、本来の目的の

趣旨を達成できていない状況となりつつある。 

○当市においても提案市と同様に手続きが形骸化している実態がある。また、制度が複雑なため対象者に対す

る説明やその個々の状況に合わせた対応に毎年苦慮しており、事務負担も非常に大きいと感じている。対象者

にとっても、例えば、けがや病気で仕事に就くことができない者は減額措置を適用除外するために、診断書を用

意する必要があるなど、費用面、身体面ともにその負担は大きいものとなっている。減額措置実施の趣旨である

ひとり親家庭に対する自立支援策については、子どもの貧困対策の推進に関する法律が施行されて以降様々

な支援策が実施されており、当市においても児童扶養手当の現況届に合わせた相談会の実施等ひとり親家庭

の自立を促進する取り組みを実施しているところである。減額措置の実施によるひとり親家庭の自立促進の効

果が不透明であり、それに代わる様々な自立支援策が実施される中、対象者及び地方公共団体ともに負担が

大きい現状を鑑み、制度の廃止を含めた抜本的な見直しをお願いしたい。 

○当市では、97％の受給者が減額措置の適用除外を受けている。ひとり親家庭の親は、子育てや日々の生活

の維持を１人で担う環境にあり、必要書類の取得のための時間や調整など、手続きに要する労力の負担が大き

い。特に、申請者が就労以外の事由により適用除外を受けようとする場合、診断書や民生委員の証明書等が必

要になり、取得まで時間がかかるものも多い。煩雑な手続きは心理的な負担にもなるため、できるだけ簡素な事

務手続きが望ましい。また、申請書類が提出されない場合、市では提出を催促する事務が生じるなど、煩雑な事

務が生じている。（※当市の状況（平成 30 年 7 月末）通知発送件数：2,725 人（全部支給停止者への送付を含

む。）、5 年満了対象：1,911 人、適用除外（内数）：1,860【97.3％】基本的に、現況届提出（8 月）に併せて提出） 



○当市においても減額措置の適用除外対象者が同程度の割合となっており、手続きが形骸化している印象を

受けている。受給者全てが行う手続きである現況届と同時期であることから事務的な負担が大きく、人員を追加

しなければ対応できない事務量が発生している。加えて、支給回数増加等の制度改正により、支給間隔が４か

月から２か月と半分になったため、期限内（８月中）に提出された除外届について、次の支給への反映が間に合

わない懸念がある。 

○当市でも、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態(※)がある。減額措置の対象者を選別

した上で、来庁時に持参していただく適用除外申請書類の案内文を個別に郵送しているが、不足書類の催促を

行うことが多い。そのため、受給者にとって不足書類提出に複数回来庁しなければならない負担がある。自治体

は未提出の受給者に対し提出の督促を行う負担もある。また、適用除外申請書の必要書類の提出について、長

年にわたり公共職業安定所での求職活動証明を提出する受給者や、知人に頼んで不正な雇用証明を提出する

受給者もみられており、「自立を促進する」という本来の趣旨から外れており必要性自体に疑義がある。（※当市

の除外届提出状況 96.6％（対象者 684 人、うち適用除外 661 人）（平成 31 年３月末時点）） 

○当市では、５年等満了を迎えた児童扶養手当受給資格者のうち、ほとんどの受給者が減額措置の適用除外

を受けている実態（※）がある。減額措置は、「離婚後等の激変を一定期間内で緩和し、自立を促進する」という

趣旨から設けられたものであるが、受給の継続を必要とする状況にある方には、その本来の趣旨の浸透が進み

にくい実情があり、手続きが形骸化している。適用除外の案内については、対象者を選別し個別に行っていると

ころではあるが、一度の来庁で手続きが完了しないことも多く、特に就労以外の事由で適用除外を受ける場合

には、来庁時に個々の状況を聞き取り、診断書等の必要書類を案内することが多い。そのため、受給者にとって

は、手続きのために複数回来庁しなければならない場合もあり、負担となっている。また、地方自治体にとって

も、対象者の選別及び個別の案内、督促などの事務負担が大きくなっている。（※当市では、96％（５年等満了

対象 262 人、適用除外 252 人、現況届未提出 10 人）（令和元年５月末時点）） 

○ひとり親家庭の自立促進という観点は理解できるが、減額措置や適用除外申請に伴う手続きが自立を促して

いるとは言えない現状にあると考える。手続きが煩雑なため減額でもいいと話す受給者や、窓口職員も受給者

も、適用除外申請をするためにとりあえずハローワークに行く（案内する）というような、形式的な手続きになって

しまっていると思われる事例が散見される。また、現況届の提出という繁忙期に、除外対象者の個別対応や、減

額措置及び措置解除の確認手続きは煩雑で、自治体にとって大きな負担と感じている。 

○当市では、減額措置対象者の約 97％（※）が適用除外を受けている実態があり、そのうち就職活動中を除外

事由としている者は約７％のみで、その時期のみ活動すれば適用除外を受けられてしまうほか、その他の事由

該当者も、状況に変化が起きづらく、結局毎年同じ書類を準備して申請することとなるなど、必ずしも本来期待す

る効果を得られず、手続が形骸化し、また、受給者の負担となっている。自治体窓口においては、個別案内の送

付、状況の聞き取りから個別に必要書類の提出指導・審査を行うなどの負担が大きく、また、受給者も証明書の

取得等や書類不備などによる複数回の来庁など負担となっている。（※受給資格者 3,077 人中、５年等満了者

1,495 人、うち適用除外者 1,446 人（就活中等が事由 97 人）（平成 31 年４月末時点）） 

○就労以外で適用除外をを受ける場合、横浜市と同様に聞取りにより個々に必要な手続きを案内している現状

があり、受給者の手続にかかる負担感も大きい。ひとり親家庭への支援継続のための実効性のある制度見直し

が必要である。 

○当県でも、５年満了対象の受給者のうち、ほとんどの受給者が、就業中で一部支給停止適用除外となる。５年

満了になる前から、就業している受給者も多く、自立を促進するという目的と現実が乖離している。また、手続き

の準備、書類審査、システムへの入力等、自治体の負担も大きく、事務手続の見直しが必要である。（※当県

（町村分）では、97％（５年満了対象 1,043 人、うち適用除外 1,013 人）（令和元年５月末時点）） 

○提案団体に比べたら受給者数が少ないため、当市の事務負担はそれほどではないが、受給者の利便性の向

上や理解しやすい制度に改善されることについては、同様の見解である。 

○当県においても、提案団体と同様の支障が毎年のように生じているため、現行制度を見直してほしい。（※参

考…５年満了対象 456 人、うち適用除外 455 人（99.8％）） 

○受給世帯の就業支援に資する施策ではあるが、当市でも、実態（※）としてほとんどの受給者が減額措置の

適用除外であり、事務の煩雑さや受給者の負担等も考慮して、事務手続きの見直しが必要であると考える。 

※当市では、96.6％（５年満了対象 2,139 人、うち適用除外 2,066 人）  現況未提出者を除くと、99.4％（令和元

年５月末時点） 

○当市においても横浜市の支障事例と全く同様の状況で負担となっている。※当市では、93％（５年満了対象

1,365 人、うち適用除外 1,268 人）（平成 30 年７月末時点） 

○当市でも、５年満了対象 1,768 人のうち 1,764 人（99.8％，平成 31 年 3 月 31 日時点）が減額措置の適用除外

を受けている実態があり、減額措置と適用除外の根拠となっている児童扶養手当法第２条第２項「児童扶養手

当の支給を受けた父又は母は自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めねばならない」という規定が、本手

続きにより促進されているとは言えず、児童扶養手当現況届の面接時に、受給者にとっての手続きの煩雑さ等



を訴える声を多く確認している。なお、当市では現況届受付時に、特設会場を設けて支援機関も含め資格取得

や就労、生活等の相談窓口を設けて情報提供を図り、アンケート調査等でみると自立の促進に効果を上げてき

ているものである。本制度の適用除外の通知と受付対応する自治体の人員、予算及び受給者の手間を効果的

な情報提供に費やすことができれば、自立の促進に一層寄与する制度展開を図ることができると思われる。 

○就労している受給者や障害・疾病などの状況にある受給者にとっては、毎年必要書類を用意し、手続きを行う

ことが大きな負担となっており、一方で、就労していない者もハローワークで求職中の証明を受ければ、実際に

就労・自立につながっていなくても減額措置の適用除外となることから、法の趣旨に反してほとんどの受給者が

適用除外となり、手続きが形骸化している。一方、市町村にとっては、郵送料等の経費（事務費は全額市負担）

も含め、事務負担が大きい。以上の理由から、費用対効果の観点から、見直しが必要と考える。 

○法第 13 条の３の手続きに対する、受給者の理解を得ることが難しく、来庁時には添付書類等の不備が多い

のが実情であり、結果、不足書類等の案内及び催告を行うことが大きな負担となっている。また、就労以外の事

由で適用除外を受ける場合、求職中であること、もしくは障害・疾病等により就労できないことを証明していただく

必要があるが、求職中であることを事由とする場合、一定期間中の求職活動に対するハローワーク等の証明が

あればよく、形式的な求職活動であっても適用除外を認めざるを得ない状況にあることから、趣旨に反して手続

きが形骸化していると思われる。さらには、障害・疾病等により就労できない事由による場合には、診断書や公

的機関の証明のほか、生活保護受給者であれば担当ケースワーカーの証明でもよいこととしており、生活保護

担当課及びケースワーカーの負担が大きくなっていることが実情である。 

○当市でも、多くの受給者が減額措置の適用除外を受けている実態があり、複数の書類を記入したり準備した

りする必要があるため受給者にとって手続きを行うことが負担となっている。また、,減額措置の対象者を選別

し、適用除外申請書類の案内文を郵送しているが、個別に案内する書類を作成するので事務負担が大きく、書

類を受け付ける際も、確認に時間を要する。事務手続きが見直されると、受給者の利便性の向上、地方自治体

の負担軽減が図られる。 

○横浜市と同様の意見である。まず、全受給者から該当者のみに案内と様式を封入することとなるので、市の

事務負担が大きい。また、就労以外の受給者には来庁時に書類を渡して、追加の手続きを依頼することとなる

ため、受給者側にも負担が生じている。 

○当市では５年満了対象者 391 人（令和元年５月末時点）のうち減額措置は 2 人であり、ほとんどの受給者が

減額措置の適用除外を受けている（全部支給停止者は除く）。一定期間が経過した家庭でも手当の受給が必要

な家庭が多く、継続的に行っているものだが本来の提出の趣旨が浸透しにくく、手続きが形骸化している。届出

時に受給者で添付書類の判断ができず、個別の案内時間が必要になり、また、当日に届出が完了せず、書類

不備になり、不足書類の督促を行うことになる。添付書類の記入に不備があることも多く、提出返却の繰り返し

になり受給者にとっても負担が大きい。 

○当市においても、対象者であるほとんどの方が減額措置の適用除外を受けている実態（※）がある。横浜市と

同様に、受給者にとっては手続きに係る書類の準備をする負担となり、自治体側には不足書類の個別案内の催

促等の事務負担が生じており、事務手続きの見直しの必要性を感じている。※96.6％（５年満了対象者：2,664

人、うち適用除外者：2,573 人）令和元年５月末時点 

○適用除外の取扱については、自治体担当者にとっては個別の案内が必要なうえに、申請者と複数回のやりと

りを行わなければならないことが大きな負担となっている。受給者にとっても、手続きが一回で完了しないことは

大きな負担である。以上の理由から、減額措置及び手続きの見直しは必要と考える。 

○提案内容について現況を確認したところ、児童扶養手当法第 13 条の 3 に基づく減額措置の適用除外を受け

ている受給者は、99％であることが確認された。（５年等満了対象者 1,310 人、うち適用除外 1,298 人）（平成 31

年 3 月末時点）当市においても、受給者に対して、期限内に個別に案内する事務負担が大きくなっている。事前

通知を行い、受付を行っているが、受給者によっては個別の事情により、追加書類を案内することが少なくな

い。減額措置の有無は、支払金額に影響があるため、未提出者に対する督促、不足書類の督促を行い、できる

だけ減額措置とならないよう案内を行っているが、受給者の状況に応じた個別の案内が必須となっている。ま

た、受給者より、書類を用意し提出することが物理的・精神的負担であるとの申し出が毎年寄せられいるが、法

令に基づいて、届出が必要であることを説明し、理解を求めているのが現状である。 

○当都道府県もほとんどの対象者が適用除外届を提出されているのが現状。一方、所得制限限度額が低いこ

ともあり、自立に向けて努力のし甲斐がなく、本来の自立を促すという目的は果たされてない。 

○当市においても、法 13 条の３の適用開始者の大半が除外届の提出を行い、減額除外となっている実態があ

り、当該適用についての形骸化が懸念されている。（平成 30 年度適用者：6772 人、うち適用除外：6660 人

（98.3％）R 元.６.14 時点） 

受給者にとっては非常に手続きの内容がわかりづらく、多忙の中複数回来所する負担が発生している場合もあ

り、自治体としては対象者の選別及び届の提出勧奨等の個別的対応に苦慮している状況である。また、令和元

年 11 月以降の支給月の変更に伴い、年度ごとの手当の支給計算期間（11～10 月）と届出が必要な 13 条の 3



適用者（８～７月適用開始）に差が生じたことによって、適用除外事由の該当状況と手当の支給について時差が

生じることとなっており、制度内容が受給者にとっても自治体にとっても非常にわかりづらいものとなってしまっ

た。受給者の利便性及び自治体の事務効率の向上のため、制度を見直す必要が高いと考えられる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 179 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

生活介護事業所における事業所外での社会参加活動の実施が可能な旨の明確化 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

生活介護事業所が、サービス提供時間中に、事業所外において定期的に社会参加活動等（※）を実施すること

ができる旨を明確化していただきたい。 

※社会参加活動等：地域の社会資源を活用したサービス提供や、公園の清掃活動等の地域活動、企業等と連

携した有償ボランティアなど 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

生活介護事業所が、サービス提供時間中に事業所外で社会参加活動等を実施する方法は、次の２通りである。 

１ 社会資源（既存施設）を活用したサービス提供を行う場合に、当該既存施設を事業所の一部（出張所）として

指定する 

２ 利用者が行事等で外出した場合の取扱いに基づく 

しかし、行事等で外出した場合として取扱うことが可能である具体事例は示されていない。このことで、例えば以

下の事例を行事等で外出した場合として取扱うことが可能であるか疑義が生じている。 

（１）特定の時期のみ事業所の敷地外にある農地において農作業を行う場合 

（２）利用者が定期的に事業所外における社会参加活動等に参加する場合 

上記（１）、（２）はいずれも行事等で外出した場合として取扱うことが可能であると考えられる。しかし、そのこと

が明確に示されていないことで、指定権者毎に取扱いに差が生じ、事業所外における社会参加活動等の円滑な

実施が妨げられる可能性がある。例えば、（１）のように一時的に使用する農地であっても出張所としての届出が

必要であるという取扱いとすると、変更届提出の事務手続きが必要となり、事業者の負担が増加する。さらに、

事業者が利用権を有しない（事業所の一部である出張所としての届出ができない）場所での活動が困難となり、

利用者の活動内容が制限されてしまう。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【制度改正による効果】 

行事等で外出した場合の要件を満たせばサービス提供時間中の事業所外における定期的な社会参加活動等

が可能である旨を明確にすることで、生活介護事業所における利用者の多様な社会参加活動等が促進される

効果が期待される。 

 

根拠法令等 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の

人員、設備及び運営に関する基準について 第二の１（２） 



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準

該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 第

二の１（４） 

「障害福祉サービスに係るＱ＆Ａ（指定基準・報酬関係）（ＶＯＬ.３）」（平成 20 年３月 31 日付け事務連絡）問６ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊橋市、鳥取県、徳島市 

 

○本市も同様に、生活介護事業所が、サービス提供時間中に事業所外で社会参加活動等を実施する方法につ

いて明確に示されていないことで、事業所外における社会参加活動等の円滑な実施が妨げられる可能性がある

と考えられる。 

○指定障害福祉サービス事業所等とは別の場所で行われる支援に係る基本報酬の算定について、生活介護に

関する取扱いがが明記されていないことから（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等

の制定に伴う実施上の留意事項について 第二の１（４））、指定権者毎に取扱いに差が生じている可能性があ

る。 

○事業所以外での支援については、就労系のサービスにおいて、「施設外就労、施設外支援、在宅支援の場合

は可」という規定が報酬告示に明記されているが、一方で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(以下「運営基準」

という)74 条に規定する「地域との連携等」として地域住民との交流等（清掃活動などの活動、あるいはレクレー

ション行事等）を事業所外で実施した場合に報酬を算定できるかどうか明示されていない。本県では、現状、事

業所外におけるこのような支援を就労訓練に資する場合などは認めているが、報酬告示と運営基準の規定の

関係が必ずしも明確ではないため、この点を明確化しておくことが望ましい。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 181 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

指定小規模多機能型居宅介護における登録定員超過時の介護報酬減算の基準緩和 

 

提案団体 

島牧村 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

指定小規模多機能型居宅介護の定員 29 名を超えて 35 人まで登録しても、一定の期間は介護報酬の減算

（70/100）を行わない。 

（通いの定員については、現行 18 人以下のところ、21 人まで） 

（過疎地域指定や人口規模、サービス事業所の新規参入が見込めない等の条件付き） 

（関係法令に基づき、利用者増に対する職員の増員を行うことも条件） 

 

具体的な支障事例 

島牧村では平成 28 年度の提案募集制度により、小多機施設内で「要介護＝小規模多機能デイ」、「要支援＝

総合事業通所型サービス A」によるサービスを提供できるようになったことから、島牧村の小多機施設に登録で

きるのは「要介護」の方のみとすることになったが、24 時間・365 日のサービス提供となり、利用者の利便性が向

上することから登録希望者が 29 人を超える可能性が危惧されている（今後、最大 35 人程度が見込まれる。）。

小多機施設開設後に「要介護者」が村で受けられる他の在宅介護サービスは、村社会福祉協議会で行っている

訪問介護（ヘルパー）だけという現状であることから、もし「通所介護（デイ）」や「短期入所（ショートステイ）」を必

要とする要介護者数が 30 人以上となった場合、あふれた人たちを救済する術がない状況となってしまう。これら

の問題の解決策として、サービス事業所の新規参入及びサテライト型小規模多機能型居宅介護施設の活用に

ついて検討したが、現状、新規事業者の参入は見込めない状況であることや、新たな施設整備に伴う財政負担

など解消が難しい課題がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

①小規模多機能のサービスを必要とする高齢者（島牧村の場合は要介護者）が 30 人以上となっても介護従事

者を増員することで受け入れることができ、在宅で生活する高齢者の受け皿としての機能を引き上げることがで

きる。 

②新たにサテライト施設を整備する費用負担が軽減される他、本体事業所で一時的であれ登録定員を超えての

対応が可能となることにより、別途サテライトを設置するよりも少ない人員・経費負担増で対応が可能となると考

えられる。 

 

根拠法令等 

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要

する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成 18 年３月 31 日 老計発第 0331005 号・老振発第 0331005 号・老老発第 0331018 号） 

第２ 指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に関する事項 



１通則 

（6）定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について 

①②④ 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 183 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

公的年金の特別徴収における還付金の取扱いにかかる地方税法施行規則の改正 

 

提案団体 

大分市、別府市、日田市、佐伯市、臼杵市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東

市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

地方税法施行規則を改正し、年金支払報告書の様式に口座情報に関する項目を設けることで、市町村が日本

年金機構等より口座情報の提供を受けることが可能となるよう制度を改正する。また、併せて扶養親族等申告

書の様式に口座振込に係る同意欄を設ける。 

 

具体的な支障事例 

年金受給対象者に係る住民税の特別徴収のうち、４・６・８月の仮徴収分において還付金が発生した場合、市町

村において本人へ通知のうえ還付を行っている。 

還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振込

依頼書を送り返信を求めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になってい

る。 

また、対象者からも「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。 

なお、本市の還付対象は約 6,000 件（４月：2,000 件、６月：3,000 件、８月：1,000 件）あり、振込エラーは 100 件

程度発生している。還付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもあ

る。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

確実な口座情報を得ることで、振込エラー等の事務の煩雑さが軽減されるとともに、迅速かつ正確な還付金処

理事務の推進につながる。また、市民が別途手続き等を行う必要がなくなり、市民サービスの向上につながる。 

 

根拠法令等 

地方税法施行規則第十条（別表（二）第十七号の二様式 

地方税法第三百十七条の三の三 

地方税法施行規則第二条の三の六 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、ひたちなか市、小川町、台東区、川崎市、海老名市、小千谷市、諏訪市、浜松市、島田市、蒲郡市、寝

屋川市、南あわじ市、串本町、山口市、徳島市、高松市、八幡浜市、新居浜市、五島市、中津市、宮崎市 

 

○当市では、毎年約 1,100 件程度の年金仮徴収の還付が発生し、還付口座が不明の人が多いため、まずは還



付通知書ではなく、還付対象者全員に還付発生の連絡通知と口座振替依頼書を送付し振込口座の確認を行っ

ている。市県民税の当初通知書に口座振替依頼書を同封するため、準備期間が短いことや、振込口座の電話

連絡の対応も件数が多く繁忙である。当市も、対象者から年金振込口座がなぜわからないかという質問を多く

受ける。加えて、判明した振込口座の入力後（８月中旬）に還付が可能となるため、当初通知と還付までにかな

りの時間を要しその間振込はいつかとの問合わせも多い。事務の効率化及び、還付対象者の負担軽減、スム

ーズな還付のため、年金振込口座の情報提供が可能となる制度を希望する。 

○毎年、公的年金の特別徴収分について還付が大量に発生する。還付金の振込先の口座情報の取得に郵便

料、用紙及び封筒の消耗品代並びに印刷費用がかかり、事務も煩雑になっている。提案が実現すれば、還付該

当者にとっても、請求書の記載等の労力がなくなり、負担軽減につながる。 

○当市の仮徴収分の還付対象者のうち、還付先口座の確認依頼が必要となるものは全体の半数に及んでい

る。年金受給者が現に年金給付を受けている口座情報を得ることができれば、還付先口座の確認事務が軽減さ

れるとともに、振込エラーの発生を抑制することができる。また、市民にとっても手続きを行う必要性がなくなり、

年金受給口座への還付により還付金の把握が容易になると思われ、市民サービスの向上につながると考えら

れる。 

○当市の還付対象は平成 30 年度で約 4,600 件（４月：1,400 件、６月：1,800 件、８月：500 件）である。当市では

還付にあたって、過去に市税の還付を受けたことがある者、市税の口座振替をしている者については口座情報

を照会することなく、当該口座に振り込む旨を通知の上で振込を行っている。上記に当たらない者は文書で口座

照会を行うが、記載誤りや口座解約などのエラーを合計しても振込エラーは 20 件前後である。電話問い合わせ

については、口座照会の記入方法を確認するものが大半である。年金振込口座の情報提供がされれば基本的

に口座照会が不要となる。 

○当市では、年金受給対象者に係る市税（料）の特別徴収において還付金が発生した場合、本人へ通知のうえ

還付を行っている。還付を行うにあたり必要な口座情報を把握していない場合は、対象者へ通知と合わせて口

座振込依頼書を送り返信を求めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑にな

っている。また、返信ない場合は還付ができず還付未済金となってしまうことも大きな課題の一つとなっている。 

○当市では、年金特徴仮徴収分の還付が約 3,800 件（４月：1,600 件、６月：1,800 件、８月：400 件）あり、振込エ

ラーに関しては、疑問に思う点があれば過去の還付振込履歴等と照らし合わせるなどして最小限に抑えてはい

るが、還付振込依頼書での記入不備（漏れ）や押印漏れによる返送件数が通常分の還付と比べ多いため、返送

することにより還付の遅れや、再送がない場合もある。また、年金特徴仮徴収分は４・６・８月分と最大３回あるた

め、還付対象者の市民から「口座情報といった個人情報を（毎年）何度も書かせないでほしい」、「年金から天引

きした税金だから、年金の振込口座へ還付してほしい」等といった要望も多い。制度改正により、振込エラーを始

め、不備による再送により還付の遅れや、再送が無く還付未済金となる件数の軽減など、手続きを減らすことや

迅速な還付が出来ることから、市民サービスの向上が期待出来る。 

○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振

込依頼書を送り返信を求めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になって

いる。また、対象者からも「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。な

お、当市の還付対象は約 700 件あり、振込エラーは 10 件程度発生している。還付の通知発送直後は市民から

の電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。 

○還付通知時に口座振込依頼書を送付しているが、記載誤りの確認作業や依頼書が返送されないことがあり、

還付までの期間が長くかかる場合がある。確実な口座情報を得ることで正確な還付処理事務ができ、還付未済

の大幅な減少につながる。 

○当市においても口座情報が把握できていないため、還付の手続きが煩雑になっている。 

○当市においても、還付対象は約 1,500 件あり、対象者へ通知書と口座振込依頼書を郵送し返信を求めてい

る。しかし、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になっているだけでなく、対象者から

は、「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。日本年金機構等から口

座情報の提供を受けることが出来るようになった場合、口座情報を取得する手段、管理、取り込みに対するシス

テム改修費の発生や還付誤り等の可能性も考えられるが、提案内容と比較考慮した場合、制度改正は必要だ

と考えている。 

○還付を行うにあたり必要な口座情報について市町村で把握していないため、対象者へ通知と合わせて口座振

込依頼書を送り返信を求めているが、対象者の記載誤りによる振込エラーが多発する等、事務が煩雑になって

いる。また、対象者からも「年金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」といった問い合わせも多い。な

お、当市の還付対象は約 3,000 件（４月：1,100 件、６月：1,800 件、８月：100 件）あり、振込エラーは数十件程度

発生している。還付の通知発送直後は市民からの電話問い合わせが殺到し、事務に支障が出ることもある。 

○当市も同様に、還付処理を行う際、口座情報の確認に人的、時間的なロスが発生している。 

○当市においても同様に口座情報を把握していないため、本人へ通知の上還付を行っているため、同様の支障



がある。 

○提案の実現により、当市においても還付通知への口座振込依頼書及び返信用封筒の同封、返信後の口座情

報のシステム入力など、事務負担の軽減が見込まれる。また、返信用封筒に係る印刷製本費や通信運搬費の

削減も期待できる。（※当市の還付件数…約 850 件） 

○当市でも同様に昨年 1,153 件の還付が発生しており、対象者に還付先を問い合わせている。口座情報につい

て返信を求めているが返信がない、振込エラーが発生するなど事務に支障をきたしている。また、他市同様「年

金は口座振込なのになぜ口座が分からないのか」といった問い合わせを何件かいただいている。 

○年金受給対象者に係る住民税の特別徴収において、還付金が発生した場合、市から還付対象者へ通知のう

え還付金支払処理を行っている。市が口座情報を把握している場合は、その口座へ還付通知とともに還付金支

払を行っている。しかしながら、口座情報を把握していない場合、還付対象者へ一旦、還付通知を送付し、口座

情報の連絡を受けた後に還付金支払処理を行っている。また、還付通知を送付してもなかなか返信がない場合

は、再通知等を行うなど事務負担が大きくなっている。 

○還付未済者に勧奨状や請求書を発送しており、その事務負担が大きい。 

対象者本人の口座情報記載誤りにより振込不能となることも多く、その対応にも労力を要している。 

○還付金が発生する方で振込口座が不明の方については、過誤納金還付通知を送付し、口座振込依頼書を提

出してもらうようにしているが、返送がなく還付できない場合がある。 

○当市の対象件数（平成 30 年度）は 2,824 件（仮徴収４月分：1,017 件、６月分：1,386 件、８月分：421 件） 

○毎年４月６月分の仮徴収分にかかる年金特徴の還付を７月下旬に合わせて発送している。 

約 2,000 通発送して既に口座登録をして頂いている方が 600 人程で残りの 1,400 人に対しては振込口座の登

録用紙を同封しているが、対象者がご高齢の為、記入誤りが多々発生して振替金融機関からの口座記入誤り

の指摘がある。この時期、毎年約 30 件の振込が出来ずにいて、正しい口座番号の聞取りも困難な場合があり

確認作業に手間取っている。 

口座番号が事前に分かっていれば、口座記入用紙と返信用封筒の同封作業も要らず、印刷と郵送経費も少なく

て済む。さらに事後の事務処理がスムーズに行える。 

○当市の還付件数は多いときで月 200 件程度。 

○当市においても同程度の件数の還付対象があり、通知発送後に対象者より「年金を受け取っている口座に還

付してほしい」という要望の問い合わせもある。 

○当市においても、個人市民税・府民税納税通知書（当初課税分）の送付後、還付通知書を送付しており、４月

分：約 7,500 件、６月分：約 10,000 件を送付している。提案内容としては、受給者が年金支払報告書の様式に記

載した口座情報を日本年金機構より提供を受けることで、市町村が対象者に口座情報の確認を行う事務が無く

なり、一定事務の軽減となる。日本年金機構から提供された口座情報を用いる場合、税務事務システムの課税

側のサブシステムに連携される還付対象者情報を還付処理に結び付け、過誤納データ作成時に口座情報を連

携し支払いを行い、還付通知のみを作成する処理に改修を行うことで事務の効率化が望めるものの、改修が課

税・収納の各サブシステムに及ぶことから、大規模な改修となる可能性があり、予算の確保が懸念される。 

○当区においても、仮徴収分にかかる還付件数が、約 1,000 件程度ある。税務部門が口座情報を得ることで、

振込エラーに対する対応が早くなり区民サービス向上につながると思われる。 

 



令和元年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

厚生労働省（内閣府と関係府省との間で調整を行う提案） 

 

管理番号 190 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

医学部の「地域枠」入学定員（臨時定員）の継続設置 

 

提案団体 

兵庫県、滋賀県、京都府、大阪府、堺市、神戸市、和歌山県、鳥取県、徳島県、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

厚生労働省 

 

求める措置の具体的内容 

地域枠を確実に確保できなければ、未だ解消されていない医師の地域偏在をさらに助長し、地域医療の崩壊を

招くおそれがある。このことから、二次医療圏ごとに医師が不足する場合は、必要な医師数を安定的に確保する

ため、地域の実情に応じた臨時定員による地域枠の設置を認めること。 

従って、2022 年度以降も当面は現行制度を継続し、地域枠については臨時定員で措置すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

地域における医師不足解消に向け、医学部を有する大学が入学定員の増加を行おうとする場合、都道府県か

ら修学資金の貸与を受ける代わりに、卒業後にその地域で一定期間働く「地域枠」の定員増が認可される。 

地域枠の入学定員（臨時定員）については、2021 年度まで都道府県一律に毎年原則 10 名を上限とされている

が、現状においては医師の地域偏在を解消できていない。それにもかかわらず、医師確保計画策定ガイドライン

(平成 31 年３月)においては、医師の需給が均衡するとの前提で、2022 年度以降、臨時定員による地域枠を要

請できるのは、将来時点において医師が少数となる二次医療圏を有する県が、恒久定員の５割程度の地域枠を

設置しても必要な地域枠を確保できない場合に限定された。 

なお、2022 年度以降の医師養成数については、「医師の働き方改革に関する検討会報告書」でとりまとめられ

た医師の働き方改革に関する結論、医師偏在対策の状況等を踏まえ、再度、医師の需給推計を行った上で検

討を行うこと、とされているところである。 

【支障事例】 

本県の人口 10 万人当たりの医師数は、圏域別では神戸と阪神南以外の８圏域で全国平均を下回っている。全

国平均を下回っている地域を全国平均並み（人口 10 万人当たり 240.1 人）にするためには、1,291 人の医師が

必要である。 

しかし、本県が地域枠で養成した医師は 33 人しかおらず、医師の地域偏在を解消できていない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

「地域枠」の入学定員について、地域の実情を踏まえたものとすることにより、医師の地域偏在の解消に資す

る。 

 

根拠法令等 

・医療法第 30 条の 23、第 30 条の 24、第 30 条の 27 等 

・医師確保計画策定ガイドライン(平成３１年３月 29 日) ６-２ 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

茨城県、埼玉県、千葉県、石川県、長野県、岐阜県、三重県、島根県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、熊本

県、大分県 

 

○各自治体の判断で地域の実情に応じた医師確保の取組が実施できるよう、臨時定員による地域枠を柔軟に

活用できることが必要である。 

○本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全 10 圏域のうち松本以外の９圏域で全国平均を下回っている状況

で、全国平均並み（人口 10 万人当たり 240.1 人）にするためには、291 人の医師が必要である。しかし、本県が

地域枠で養成した医師は 17 人しかおらず、医師の地域偏在の解消には相当の時間を要する。※国が示す「医

師偏在指標」による区分に基づき、一律・機械的な取り扱いがなされることがないよう地域の実情に応じた運用

が必要。 

○本市は、医師確保のための修学資金貸与制度により、医師確保に努めていますが、医師確保には苦慮して

います。このため、地域の実情に応じた臨時定員による地域枠の設置を認めることは、必要と考えます。 

○当県では、若手医師を養成して地域偏在を解消するため、国の臨時定員増を活用した地域枠（15 名）を大学

に設置している。このたび国が公表した医師偏在指標では当県は多数県となり、臨時定員増を活用した地域枠

の設置が認められない状況であるが、二次医療圏でみると中央医療圏以外は医師少数区域であり、臨時定員

による地域枠が減らされると本県の医師偏在対策に支障が生じる。 

○当県においても、「地域枠」の医師が、医師の不足する地域で勤務している。「地域枠」は将来の医師不足地

域への医師確保に直結することから、地域の実情を踏まえた制度にしていただきたい。 

○当県は、現状において全ての圏域において医師不足であり、また、地域偏在を解消できていない。国が示した

医師偏在指標に基づく区分のみをもって、医師確保計画策定ガイドラインによる医師確保対策に従えば、今後

の地域枠医師の養成が抑制されるとともに、地域を循環しながら勤務する流れが途絶えることも想定され、地域

医療への影響が強く懸念される。 

○医師不足や地域偏在の課題を抱えていることから、地域枠を確保できなければ、医師の地域偏在をさらに助

長し、地域医療の崩壊を招くおそれがある。このことから、必要な医師数を安定的に確保するため、地域の実情

に応じた臨時定員による地域枠の設置を継続することが必要である。 

○本県でも、地理的条件が厳しい阿蘇、天草地域などでは医師確保が非常に困難な状況にあるため、臨時定

員の継続が必要と考えている。 

○当県としても、以下の現状があるため、同様の制度改正の必要性を認める。 

本県では医師の診療科偏在を改善する目的に、外科、小児科、産婦人科、救急科、麻酔科、総合診療をで勤務

する意思を有する者を対象に地域枠を設定している。 

小児科、産科・産婦人科、救急科の医師数（人口 10 万人対）では、全国水準を下回る二次医療圏は、13 医療

圏中９医療圏、外科では６医療圏、麻酔科では 10 医療圏ある。 

○厚生労働省から令和元年６月に提供された医師偏在指標（暫定値）によれば、当県は医師少数都道府県とな

る見込みである。また、二次保健医療圏間の指標の差は大きく、最大値（267.7・全国第 52 位）と最小値（119.3・

全国第 320 位）の差は倍以上である。こうした状況において、医師総数の増加と共に地域間偏在を解消するた

めの有効な対策が「地域枠」であり、当県では、地元の国立大学や県内に附属病院を持つ大学と連携し、地域

医療に意欲を持つ学生の受け皿として 39 名分の地域枠を確保しており、その大部分（34 名分）が臨時定員増

によるものである。現在、当県では、関係大学や県内医療機関と連携し、関係者一丸となって地域枠卒業生の

キャリア形成の支援に取り組み、県内定着を図ろうとしているところである。しかしながら、今回の見直しにより、

臨時定員増を活用できる場合が「恒久定員の５割程度の地域枠を設置しても必要な地域枠を確保できない場

合」に限られれば、臨時定員増を活用して設定されている現在の「地域枠」は存続が困難となる。また、県内の

大学医学部（国内トップレベルの地元国立大学医学部及び国家戦略特区制度を活用して設立された大学医学

部）の状況を考えれば、恒久定員内で多数の「地域枠」を設定することも困難と見込まれる。 

今回の国の方針が実際のものとなれば、地域偏在是正のための大きなツールを奪われ、また、県一丸となった

取組に水を差されることとなり、当県の医師確保対策に大きな支障を及ぼすこととなる。 

○本県では地域枠１３人中１０人が臨時定員であり、これが維持されなければ、大学医学部定員の１０名の減員

となり、大学が地域枠とそれ以外の一般枠で一体となって地域医療を支える取組に影響を及ぼし、本県の医師

確保対策に支障をきたす。 

○本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全国平均(240.1 人）を下回る 208.7 人で全国 37 位（H28 三師調査よ

り）。医療圏別でも A 医療圏のみ全国を上回っているが、他の４医療圏は全国平均を大きく下回っている。しか

し、臨時枠を含めても地域枠で養成できる医師は年２８人しかおらず、医師の地域偏在を解消できていない。こ

こで臨時定員枠が減れば医師の地域偏在の解消が困難になるうえ、医師の働き方改革を踏まえた勤務環境改



善を進めるためにも継続した医師の養成が必要。 

○本県の人口 10 万人当たりの医師数は、全圏域で全国平均を下回っており、医師確保は喫緊の課題である。

必要な医師数を安定的に確保するため、「地域枠」の入学定員について、地域の実情を踏まえたものとし、地域

の実情に応じた医師確保策を実施できる制度を構築する必要がある。 

 


